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近
世
に
お
け
る
大
和
北
山
郷
の
村
落
構
造
と
林
業
（
津
川
）

域
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
吉
野
郡
川
上
村
の
北
村
家
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
用
材
林
を
対
象
と
し
借
地
林
業
を
兼
ね
て
の
山

林
の
集
中
、
或
は
尾
鷲
土
井
家
に
よ
る
山
林
の
集
中
等
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
大
山
林
地
主
の
出
現
を
二
頂
点
と
し
て
、
在
村
の
中
小
地

主
に
よ
る
山
林
の
兼
併
、
或
は
支
配
の
状
態
等
、
興
味
深
い
諸
問
題
を
内
包
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
諸
問
題
を
解
明
す
る
為
の
資
料
と
し
て
近
世
に
お
け
る
北
山
地
方
の
山
林
用
益
関
係
に
つ
い
て
、
山
林
所
有
と
用
益
、
林

業
経
営
と
林
政
、
及
び
林
業
生
産
の
方
法
等
に
項
を
わ
か
ち
北
山
林
業
の
変
遷
過
程
を
跡
付
け
て
行
こ
う
と
思
ふ
。

北
山
郷
上
組
（
上
北
山
村
）

二
、
近
世
に
於
け
る
山
林
用
益
関
係

前
述
の
諸
節
に
よ
っ
て
判
明
す
る
通
り
、
北
山
郷
上
組
の
農
耕
地
規
模
は
極
め
て
零
細
で
、
し
か
も
自
然
的
条
件
は
農
耕
の
面
で
は

恵
ま
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
従
っ
て
こ
4

に
住
居
す
る
農
民
の
生
活
の
基
盤
は
農
耕
地
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
用
材
生
産
を
主
と
す
る

山
林
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

を
含
め
て
吉
野
郡
一
帯
は
所
謂
先
進
的
民
有
林
地
帯
と
し
て
、
し
か
も
林
野
の
集
中
の
進
ん
で
い
る
地

津

近
世
に
お
け
る

大

和

北

山

郷

の
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構

造
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と
は
多
少
そ
の
状
態
を
異
に
し
て
い
た
。

山
林
所
有
と
用
益

林
業
に
よ
っ
て
村
落
の
経
済
が
維
持
さ
れ
、
封
建
体
制
の
基
礎
財
源
で
あ
る
農
民
に
課
せ
ら
れ
た
貢
租
が
、
諸
役
ー
御
柚
役
の
形
で

代
納
さ
れ
た
北
山
郷
で
は
早
く
よ
り
林
業
の
発
展
を
み
、
山
林
の
所
有
形
態
に
つ
い
て
も
旧
藩
時
代
初
期
よ
り
山
林
の
私
有
化
が
進
ん

領
有
支
配
は
異
な
る
が
、
北
山
郷
に
相
隣
接
す
る
紀
州
藩
の
奥
熊
野
地
方
に
お
い
て
は
、
寛
永
十
三
年
十
二
月
の
「
奥
熊
野
山
林
御

(

1

)

 

定
書
並
に
先
年
の
壁
書
」
に
、

の
一
条
が
あ
り
、
当
時
の
山
林
所
有
の
状
態
を
し
ら
し
め
る
が
、
北
山
郷
に
お
い
て
も
寛
文
五
年
五
月
の
覚
書
に
し
る
さ
れ
た
と
こ
ろ

に
よ
る
と
、

私
有
林
の
形
成
過
程「

往
々
山
林
之
所
は
持
山
は
其
者
に
可
被
下
候
、
村
山
に
て
も
御
用
之
外
は
村
中
へ
可
被
下
候
」
、

と

「
上
組
下
組
山
わ
か
り
御
座
候
、
上
下
共
立
会
之
山
御
座
候
、
自
分
二
持
山
モ
御
座
候
、
自
分
持
山
ハ
其
主
勝
手
次
第
に
柚
入
申
し

(

2

)

 

候
」
、
と
あ
り
、
既
に
寛
文
年
間
以
前
に
山
林
は
私
有
化
さ
れ
て
い
た
事
が
知
れ
る
。

(

3

)

 

こ
れ
ら
の
私
有
化
さ
れ
た
山
林
は
「
市
右
衛
門
持
分
家
之
上
山
壱
ケ
所
」
の
様
に
比
較
的
住
居
及
来
落
に
近
接
す
る
屋
敷
廻
り
の
山

し
か
ら
ば
ど
の
様
な
過
程
を
経
て
山
林
の
私
有
化
が
進
め
ら
れ
た
の
か
、
私
有
林
の
形
成
過
程
が
果
し
て
山
崎
氏
の
規
定
さ
れ
る
様(

4

)

 

に
「
藩
営
伐
採
ま
た
は
製
炭
、
そ
の
他
の
特
権
マ
ニ
ュ
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
を
中
心
と
し
て
領
主
に
吸
着
し
た
商
業
資
本
と
、
村
方
役
人
」

等
の
特
権
者
に
よ
っ
て
山
林
の
私
有
化
が
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
以
上
の
様
な
私
有
林
形
成
の
過
程
と
北
山
郷
に
お
け
る
そ
れ

林
、
田
畑
添
い
の
山
林
よ
り
私
有
化
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

で
い
た
。 （

イ
）

（
一
）

近
世
に
お
け
る
大
和
北
山
郷
の
村
落
構
造
と
林
業
（
津
川
）

七



605 

近
世
に
お
け
る
大
和
北
山
郷
の
村
落
構
造
と
林
業
（
津
川
）

抜
、
北
山
郷
で
は
延
宝
の
新
検
地
に
お
い
て
も
、
山
林
は
「
瞼
岨
之
場
広
故
」
検
地
対
象
よ
り
除
外
さ
れ
、
従
っ
て
当
時
の
山
林
所

有
状
態
、
或
は
総
反
別
等
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
知
る
手
掛
は
何
等
残
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
旧
藩
時
代
の
惣
村
山
林
反
別
を
把
握
す

る
事
は
不
可
能
に
近
い
状
態
で
あ
る
。
し
か
し
右
の
事
情
は
、
山
林
私
有
化
の
進
行
と
何
等
矛
盾
す
る
事
で
は
な
い
。

．
享
保
期
に
至
り
山
林
売
却
件
数
は
漸
次
増
加
の
傾
向
を
呈
す
る
の
で
あ
る
が
、
享
保
年
代
も
十
八
年
以
降
の
事
で
、
こ
の
当
時
は
丁

度
大
飢
饉
に
見
舞
わ
れ
北
山
郷
で
は
甚
大
な
被
害
を
蒙
む
り
栃
本
村
の
場
合
な
ど
は
、
飢
饉
後
の
惣
村
人
数
が
飢
饉
前
の
そ
れ
に
比
較

る
の
で
あ
る
が
、
北
山
郷
に
於
い
て
も
そ
の
例
に
洩
れ
な
い
。

は
決
し
て
な
く
、
山
林
は
寛
永
の
永
代
売
御
仕
置
の
禁
令
に
お
い
て
も
制
限
外
で
あ
っ
た
為
比
較
的
自
由
に
未
進
年
貢
或
は
入
用
銀
調

達
の
為
に
売
買
、
質
入
、
譲
渡
に
よ
っ
て
所
有
に
移
動
が
見
ら
れ
る
。
北
山
郷
に
お
い
て
も
享
保
年
代
以
降
に
か
4

る
傾
向
が
漸
増
す

一
般
的
傾
向
と
し
て
は
山
林
所
有
の
移
動
は
天
災
地
変
或
は
政
変
に
よ
っ
て
引
起
さ
れ
た
経
済
変
動
期
に
増
加
す
る
傾
向
が
見
ら
れ

る。
接
右
の
様
に
し
て
私
有
化
さ
れ
た
山
林
は
、

こ
4

で
は
領
主
に
吸
着
し
た
特
権
者
に
よ
る
山
林
の
支
配
集
中
の
以
前
に
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
形
態
で
山
林
の
私
有
化
が
な
さ
れ

・
て
い
た
事
が
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
御
柚
役
負
担
の
役
家
に
よ
る
山
林
の
私
有
化
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
役
家
に
階
層
的
差
別
が
あ
っ
た
様

分
持
山
無
御
座
」
、
と
の
差
異
が
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
自
分
二
持
山
」
、

「
面
々
持
山
」
、

七

ヽ

に
、
山
林
利
用
に
つ
い
て
も
不
平
等
性
が
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
事
が
考
え
ら
れ
る
。
山
野
は
田
畑
と
異
な
り
所
有
権
の
設
定
が
可
能
で

あ
っ
た
為
に
仲
間
持
の
山
林
も
成
立
し
え
た
も
の
で
、
同
一
地
盤
の
共
有
者
メ
ン
パ
ー
編
成
に
あ
た
つ
て
も
恐
ら
く
役
家
の
階
層
に
よ

つ
て
区
別
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
為
に
「
立
会
之
山
」
、

「
持
合
之
内
一
歩
」
、
或
は
「
自

「
領
主
に
吸
着
す
る
」
特
権
者
に
よ
っ
て
支
配
集
中
の
対
象
に
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
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有
利
に
行
わ
し
め
る
様
な
契
機
を
も
得
た
わ
け
で
あ
る
。

し
て
半
減
し
た
程
の
被
害
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
の
様
な
天
災
に
よ
る
人
口
激
減
の
現
象
は
、
食
糧
不
足
、
諸
物
価
高
騰
等
の
原
因
に
よ

り
、
社
会
的
経
済
的
に
生
活
能
力
の
強
弱
の
相
違
を
闊
明
に
し
、
無
能
力
者
は
容
赦
な
く
淘
汰
さ
れ
た
結
果
と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
為
山
林
所
有
状
態
に
つ
い
て
も
可
成
な
移
動
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
の
山
林
所
有
移
動
の
傾
向
は
、
山
林
取
得
者
が
在

村
の
村
役
人
層
に
属
す
る
人
々
で
あ
っ
て
商
人
に
よ
る
場
合
が
比
較
的
に
少
な
か
っ
た
事
を
そ
の
特
色
と
し
て
い
る
。

一
般
に
山
林
取
得
者
の
常
套
的
手
段
と
も
い
う
ぺ
き
そ
の
取
得
方
法
は
、
変
動
期
を
見
当
て
4
、
表
面
は
高
踏
的
に
し
か
も
或
る
面

で
は
恩
恵
的
な
態
度
を
も
つ
て
臨
み
、
一
方
的
に
自
己
に
有
利
な
取
引
或
は
談
合
に
よ
っ
て
山
林
を
取
得
し
て
い
る
事
で
、
詳
言
す
れ

ば
、
取
得
者
が
村
役
人
層
で
あ
る
場
合
は
、
封
建
領
主
の
威
を
借
り
て
、
村
落
自
治
組
織
内
に
於
け
る
自
己
の
役
柄
を
利
用
し
、
未
進

貢
租
の
上
納
を
促
が
す
と
こ
ろ
の
封
建
支
配
の
末
端
機
関
と
し
て
の
職
務
履
行
を
理
由
に
、
自
己
の
あ
く
な
な
き
欲
望
は
巧
み
に
隠
蔽

し
、
こ
れ
を
潤
色
す
る
に
恩
恵
的
に
と
り
な
し
を
な
す
の
態
度
で
、
結
果
に
於
い
て
は
未
進
貢
租
の
代
物
と
し
て
の
山
林
を
自
分
等
に

有
利
に
処
分
し
、
山
林
を
取
得
し
て
い
る
。

伐
木
業
者
、

木
材
商
人
等
の
特
権
商
人
に
あ
っ
て
は
、

が
、
反
面
に
お
い
て
、
市
場
或
は
幕
府
の
林
政
等
に
特
別
の
変
化
の
な
い
限
り
牧
益
性
は
増
大
し
、
更
に
変
動
期
（
不
況
期
）

恩
恵
的
に
仮
装
さ
れ
た
取
引
は
、
伐
木
、
搬
出
等
の
労
仇
力
の
需
給
に
つ
い
て
も
、
安
価
に
し
か
も
容
易
に
得
る
事
を
可
能
に
し
、

い
て
は
以
後
の
取
引
に
お
け
る
自
己
の
勢
力
圏
を
拡
大
確
保
す
る
為
の
確
か
な
足
場
を
築
き
、
用
材
｀
薪
炭
材
の
取
引
に
当
つ
て
も
、

「
は
ね
木
」

他
方
、

近
世
に
お
け
る
大
和
北
山
郷
の
村
落
構
造
と
林
業
（
津
川
）

の
為
に

変
動
期
の
山
林
へ
の
投
資
は
資
本
の
回
転
率
を
長
期
的
に
は
す
る

「
曲
木
」
等
の
不
良
材
の
数
量
を
計
算
上
で
或
は
実
際
の
検
査
に
お
い
て
も
、

こ
れ
を
増
量
し
て
無
理
な
取
引
を
自
己
に

(

5

)

 

右
の
様
な
事
態
を
具
体
的
資
料
に
よ
っ
て
見
て
行
く
と
、
先
ず
享
保
十
八
年
の
資
料
三
通
を
掲
げ
よ
う
。
尚
便
宜
上
文
書
に
（
一
）
、

七
四

ひ
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（二）

近
世
に
お
け
る
大
和
北
山
郷
の
村
落
構
造
と
林
業
（
津

Ill)

一
字
杉
さ
し
山
植
杉
諸
木
地
共

売
渡
ツ
申
山
之
事

同

惣

村

中

同

年

寄

仕
渡
シ
申
一
札
之
事

右
之
通
槌
二
請
負
申
所
実
正
二
御
座
候
。

享
保
十
八
年
丑
二
月
十
二
日

栃

本

村

庄

屋

書
入
申
質
物
村
方
へ
相
渡
ツ
可
申
候
為
後
日
請
負
手
形
依
而
如
件

一
御
材
木
米
二
十
六
石
也

（一）

同

村

七
五

太

右

衛

門

・Rl 

同

村

惣

左

術

門

同

村

吉

右

衛

門

栃

本

村

市

右

衛

門

＼
 

＠ ＠ @ 

（
二
）
、
…
…
の
番
号
を
ふ
し
記
述
を
進
め
る
。
又
こ
の
資
料
は
現
在
小
橡
の
郷
蔵
に
現
蔵
さ
れ
て
い
る
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

返
納
之
義
ハ
当
丑
力
来
ル
午
年
ま
で
六
ケ
年
之
内
一
ケ
年
二
四
石
三
斗
三
升
三
合
宛
無
相
違
急
度
上
納
可
仕
候
此
質
物
と
し
て
市
右
衛

門
持
仕
字
家
之
上
山
一
ケ
所
惣
左
衛
門
持
分
字
岩
谷
植
杉
山
吉
右
衛
門
持
分
字
衣
捨
岩
屋
力
上
へ
山
一
ケ
所
右
一
ニ
ケ
所
諸
木
地
共
不
残
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R
 

一
銀
四
百
七
十
二
匁
七
分
五
厩

惣

村

中

年

寄

「
た
に
力
」

右
之
代
御
材
木
米
十
石
二
相
極
売
渡
ツ
申
所
実
正
二
而
御
座
候
。
境
目
之
儀
ハ
北
者
本
さ
こ
限
り
惣
左
衛
門
と
山
境
目
、
南
兵
左
衛
門

山
限
り
ま
か
し
た
に
見
通
し
、
東
ハ
水
落
限
リ
、
西
ハ
本
谷
限
リ
ニ
而
御
座
侯
。
此
之
義
二
付
他
之
妨
毛
頭
無
御
座
侯
、
万
一
六
ケ
敷

儀
申
候
も
の
有
之
候
ハ
ヽ
我
々
罷
出
急
度
埓
明
少
し
も
掛
苦
労
申
間
敷
侯
。
為
後
日
山
売
証
文
依
而
如
件
。

享
保
十
八
年
二
月
十
二
日

栃

本

村

庄

屋

（
三
）

仕
渡
ツ
申
一
札
之
事

R
 

一
御
材
木
米
六
石
一
斗
七
升
三
合

R
 

一
同
四
石
六
斗
九
合

子
納
方
不
足
米

年
々
村
入
用
不
足

同
断
丑
納
方

「
マ
マ
」

丑
春
勘
定
前
味
進

近
世
に
お
け
る
大
和
北
山
郷
の
村
落
構
造
と
林
業
（
津
川
）

同

村

太

右

衛

門

惣

左

術

門

吉

右

衛

門

市

右

術

門

七
六

@) @) @) @) 
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近
世
に
お
け
る
大
和
北
山
郷
の
村
落
構
造
と
林
業
（
津
川
）

一
字
と
こ
な
め
栃
山
一
ケ
所

一
同
寄
植
杉
山
一
ケ
所

メ
十
ケ
所

同
断

何
卒
相
済
可
申
と
色
々
仕
候
得
共
何
分
二
茂
相
済
申
手
立
無
御
座
侯
二
付
此
度
我
等
家
屋
敷
畑
山
林
共
諸
一
統
不
残
右
御
材
木
米
並
味

進
方
銀
代
二
相
渡
ツ
申
処
左
之
通
リ

一
字
中
之
上
畑
一
枚

一
字
蔵
本
畑
一
枚

一
同
所
茶
畑
一
枚

一
字
栃
屋
満
諸
木
山
一
ケ
所

一
字
じ
ゃ
く
ゑ
栃
山
一
ケ
所

但
持
合
之
内
一
歩
也

但
高
二
升
二
合

但
高
四
斗
三
升
三
合

御
検
地

吉
兵
へ
受

与
三
兵
へ
受

．
 

一
同
所
ノ
上
山
一
ケ
所

御
検
地

但
高
八
斗
二
合

御
検
地
権
作
受

一
字
小
林
家
屋
舗
但
高

右
之
通
我
等
引
負
申
処
実
正
也

七
七
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何
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
質
物
と
し
て
、

或
は
永
代
売
の
方
法
で
村
方
に
渡
さ
れ
た
山
林
は
何
れ
も
貢
租
未
進
を
理
由

に
、
し
か
も
（
三
）
の
文
書
で
窺
う
事
の
出
来
る
様
に
「
不
相
応
二
而
御
取
難
被
成
処
達
而
詫
言
仕
」
り
、
恩
恵
的
に
受
納
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
村
方
に
受
納
さ
れ
た
山
林
の
処
分
方
法
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

「
如
何
様
と
も
御
勝
手
次
第
二
仕

(

6

)

 

配
」
す
る
様
村
役
人
に
山
林
処
分
の
権
利
が
移
転
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
宝
暦
十
二
年
の
文
書
に
よ
れ
ば
、

し
か
し
、

か
で
は
な
い
。

右
ハ
村
方
未
進
筋
へ
不
相
応
二
而
御
取
難
被
成
処
達
而
詫
言
仕
相
渡
ツ
申
所
実
正
二
而
御
座
候
。
然
ル
上
ハ
如
何
様
と
も
御
勝
手
次
第

二
仕
配
可
被
成
候
、
其
時
一
言
之
申
分
無
御
座
候
、
勿
論
此
諸
一
統
之
義
二
付
他
之
妨
毛
頭
無
御
座
候
、
万
一
相
妨
申
者
有
之
候
ハ
、

我
等
罷
出
急
度
埓
明
ケ
村
方
へ
少
し
も
苦
労
難
義
懸
ケ
申
間
敷
候
、
為
後
日
証
文
仕
渡
申
処
如
件

享
保
十
八
年
丑
二
月
十
三
日

栃
本
村
庄
屋
年
寄

惣
村
役
人
中

当
事
者
の
名
前
肩
書
き
に
村
名
の
み
を
記
し
、
持
主
、
証
人
等
の
区
別
記
入
の
な
い
事
は
同
文
書
の
内

右
(
-
)
、
（
二
）
の
文
書
中

容
が
貢
租
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
点
よ
り
五
人
組
連
帯
に
よ
る
共
同
の
責
任
者
で
あ
っ
た
為
と
思
わ
れ
る
。
又
（
一
）
の
文
書
の
持
分
何

々
と
書
か
れ
て
い
る
山
林
は
夫
々
既
に
私
有
林
化
し
て
い
る
個
々
人
の
持
山
で
あ
っ
て
、
（
二
）
の
場
合
の
「
字
杉
さ
し
山
」
は
「
我
々

罷
出
急
度
埒
明
」
け
と
記
さ
れ
て
い
る
点
よ
り
未
分
割
の
儘
数
人
共
同
で
植
林
を
行
っ
て
い
た
持
合
山
で
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

尚
、
（
一
）
（
二
）
の
太
右
衛
門
と
（
三
）
の
太
兵
衛
と
は
同
一
人
で
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
推
察
で
あ
っ
て
確

近
世
に
お
け
る
大
和
北
山
郷
の
村
落
構
造
と
林
業
（
津
川
）

持

主

同

村

太

兵

衛
七
八

履)
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近
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和
北
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村
落
構
造
と
林
業
（
津
川
）

「
一
字
し
や
く
ゑ
諸
木
山
一
ケ
所
、
但
境
目
上
、
、
、
ハ
栃
本
村
六
兵
衛
支
配
、
下
モ
ハ
小
瀬
村
支
配

七
九

（
四
至
省
略
）
、
右
之
山
先
年
太
兵

衛
、
三
郎
右
衛
門
持
合
山
之
所
中
頃
太
兵
衛
持
分
六
兵
衛
貰
改
仕
置
候
」
。
と
の
記
事
が
あ
り
、
こ
4

で
処
分
さ
れ
た
山
林
は
、
先
の
文

書
（
三
）
の
中
の
、
「
字
じ
ゃ
＜
ゑ
栃
山
一
ケ
所
但
し
持
合
之
内
一
歩
也
」
と
記
さ
れ
た
山
林
に
あ
た
る
。
そ
れ
が
六
兵
衛
の
入
手
す
る

(

7

)

 

と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
て
、
入
手
方
法
は
「
貰
改
仕
置
」
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
六
兵
衛
そ
の
人
に
つ
い
て
は
、
明
和
三
年
の
文
書
に

は
栃
本
村
百
姓
代
を
つ
と
め
て
い
た
様
で
あ
っ
て
、
北
山
郷
で
は
村
落
自
治
組
織
内
部
の
行
政
機
関
で
あ
る
村
方
三
役
の
任
に
は
、
役

家
の
制
の
制
約
に
よ
り
家
筋
目
の
者
で
な
け
れ
ば
そ
の
任
に
付
く
事
が
出
来
な
か
っ
た
。
か
4
る
事
情
か
ら
推
察
す
れ
ば
享
保
期
は
飢

饉
に
よ
る
変
動
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
彼
六
兵
衛
は
当
時
に
お
い
て
も
恐
ら
く
村
役
人
層
に
属
す
る
本
役
家
階
層
の
者
で
あ
っ
た
ろ
う

と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
六
兵
衛
の
例
一
事
を
も
つ
て
変
動
期
に
お
け
る
村
役
人
層
或
は
村
落
自
治
組
織
の
上
層
部
に
属
す
る
百
姓
の
自
己
所
有
山
林
の

拡
大
化
を
結
論
す
る
事
は
無
理
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
山
林
を
続
つ
て
の
動
向
を
推
察
す
る
に
は
難
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

右
の
様
に
村
役
人
層
に
よ
っ
て
支
配
集
中
の
対
象
に
さ
れ
た
山
林
に
は
、
既
に
私
有
化
さ
れ
た
個
人
有
の
山
林
、
数
人
共
有
の
未
分

割
の
山
林
、
或
は
共
有
地
で
既
に
分
割
さ
れ
て
い
た
山
林
が
あ
っ
た
事
が
知
れ
る
。

扱
、
し
か
ら
ば
伐
木
、
或
は
材
木
業
者
に
よ
る
山
林
取
得
は
ど
の
様
に
し
て
行
わ
れ
た
か
、

そ
の
売
買
形
式
は
殆
ど
年
季
売
買
で
立
木
土
地
共
と
い
う
永
代
売
買
の
形
式
は
少
な
い
。
勿
論
、
は
じ
め
に
断
わ
っ
た
通
り
、
こ
4

に
使
用
し
た
資
料
が
村
で
保
存
さ
れ
て
い
た
文
書
で
、
従
が
つ
て
村
対
商
人
関
係
の
文
書
（
山
林
の
売
買
に
関
す
る
限
り
は
）
が
殆
ん
ど

で
個
人
対
商
人
関
係
文
書
は
皆
無
で
あ
る
為
に
永
代
売
買
の
例
が
少
な
い
原
因
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

山
林
の
年
季
売
買
の
場
合
、
そ
の
期
間
は
短
い
も
の
で
五
ケ
年
、
長
い
場
合
で
は
五
十
ケ
年
と
い
う
の
が
見
ら
れ
る
。
年
季
の
長
短
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r
マ
マ

L

代
文
金
十
一
両
也 南

ハ
大
川
限
リ

境
目
東
ハ
坂
本
へ
通
申
大
道
限
リ

西
ハ
う
る
禰
谷
本
谷
限
リ

は
山
林
の
利
用
種
別
、
即
ち
、
炭
山
、
小
柚
山
、
椎
茸
木
山
、
或
は
杉
、
檜
山
等
の
用
材
林
等
の
相
違
に
よ
っ
て
期
間
の
契
約
が
結
ば

れ
た
も
の
で
あ
る
。
勿
論
山
林
面
積
の
広
狭
‘
‘
立
木
石
数
の
多
少
に
よ
っ
て
も
年
季
契
約
が
左
右
さ
れ
た
事
は
い
う
ま
で
も
な
い
事
で

あ
る
が
原
則
と
し
て
北
山
の
場
合
、
売
渡
証
文
に
は
山
林
の
反
畝
歩
、
立
木
石
数
を
示
す
記
入
は
無
い
。

又
買
主
で
あ
る
商
人
等
は
享
保
年
代
よ
り
明
和
年
代
ま
で
は
殆
ん
で
尾
鷲
浦
大
和
屋
四
兵
衛
の
名
で
占
め
ら
れ
、
土
井
本
家
、
浜
中

八
郎
兵
衛
の
名
が
見
え
る
の
は
残
存
文
書
で
は
明
和
七
年
六
月
の
も
の
が
一
通
あ
る
の
み
で
、
そ
れ
以
後
浜
中
八
郎
兵
衛
宛
の
文
書
が

見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
土
井
家
と
取
引
が
無
か
っ
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
ぅ
b

又
寛
政
年
代
に
は
紀
州
舟
津
村
、
長
嶋
屋
伊
右
衛
門
宛
の

山
林
売
買
証
文
が
数
件
見
ら
れ
る
。

(

9

)

 

と
も
あ
れ
、
逐
次
資
料
を
掲
げ
て
行
こ
う
。

売
渡
申
山
之
事

一
字
う
る
禰
谷
寺
山
一
ケ
所

北
ハ
左
切
ふ
と
尾
水
落
限
リ

但
ツ
立
木
禰
木
柱
古
木
伐
リ
木
一
切
不
残
年
符
十
五
年
切
当
未
五
月
ヶ
又
来
ル
酉
ノ
掘
月
中
迄
二
相
定
申
候

一
年
符
之
内
椎
茸
木
松
煙
小
柚
類
ハ
不
及
申
何
諸
材
木
二
成
共
其
元
勝
手
之
諸
伐
物
二
御
仕
出
ツ
｀
可
被
成
候

（
四
）

近
世
に
お
け
る
大
和
北
山
郷
の
村
落
構
造
と
林
業
（
津
川
）

八
〇
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近
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け
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大
和
北
山
郷
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村
落
構
造
と
林
業
（
津
川
）

峰
ハ
水
落
限
リ
、
す
そ
は
大
川
限
リ

志
も
ハ
坂
本
限
リ

但
ツ
境
目

か
み
ハ
と
こ
ろ
谷
限
リ

一
字
東
之
川
ひ
う
ら
山
両
村
持
炭
木
山
一
ケ
所

（五）

売
渡
ツ
申
炭
山
並
小
柚
山
之
事

大

和

屋

四

兵

術

殿

尾
鷲

八

小
瀬
村
庄
屋
年
寄
百
姓
代
連
署

栃
本
村
庄
屋
年
寄
組
頭
．
連
署

一
諸
伐
物
通
9
道
又
ハ
中
木
屋
荷
物
木
屋
薪
等
何
木
＿
＿
而
も
両
村
持
合
山
之
内
二
而
も
不
苦
候

右
者
両
村
滝
川
寺
入
用
ー
ー
付
惣
且
家
中
相
談
之
上
売
渡
ツ
申
処
実
正
也
、
然
ル
上
ハ
年
符
之
内
＿
＿
万
事
御
支
配
ー
ー
付
惣
且
家
之
内
と
や

か
く
申
者
一
人
も
無
御
座
候
、
若
何
方
二
如
何
様
之
妨
等
出
来
有
之
侯
共
判
人
ハ
不
及
申
両
村
9
急
度
埒
明
其
方
江
少
も
御
苦
労
掛
ケ

申
間
敷
候
、
為
後
日
之
売
渡
証
文
依
如
件

元
文
四
年
未
五
月
廿
五
日

取

次

同

由

兵

衛

殿

一
年
符
之
内
右
山
内
＿
＿
而
両
村
百
姓
若
伐
荒
ツ
候
ハ
ヽ
此
方
力
吟
味
可
仕
候

一
年
符
之
内
ハ
何
方
江
御
売
被
成
侯
共
不
苦
侯
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一
火
用
心
第
一
―
ー
被
成
侯
其
上
手
あ
や
ま
ち
ハ
不
及
是
非
事
二
候

但
ン
扮
伊
丹
底
二
可
成
木
立
木
禰
木
く
い
木
共
不
残
尤
年
数
之
義
ハ
斧
入
方
四
ケ
年
之
内
に
勝
手
二
御
仕
出
ツ
可
被
成
候

＂
ニ
ケ
所

＇
代
金
二
十
五
両
三
歩
也

右
ハ
両
村
立
会
相
談
之
上
御
材
木
飯
米
料
と
し
て
此
度
炭
山
年
賦
当
戌
年
5
来
ル
申
年
迄
十
一
ケ
年
限
リ
ニ
相
極
メ
代
金
不
残
憶
二
請

取
売
渡
ツ
申
処
実
正
明
白
也
、
然
ル
上
ハ
山
年
賦
之
内
ハ
炭
木
何
べ
ん
成
共
御
伐
リ
出
ツ
其
元
御
勝
手
次
第
御
支
配
可
被
成
候
若
万
一

何
方
力
右
山
二
付
違
乱
妨
申
者
有
之
候
ハ
、
両
村
5
急
度
埒
明
ケ
貴
殿
江
少
ツ
茂
御
難
儀
か
け
申
間
敷
候
、
為
後
日
売
証
文
如
件

一
杉
檜
樅
栂
松
炭
山
之
内
除
之

一
炭
木
屋
扮
木
小
屋
道
具
か
ま
適
具
口
焼
其
外
炭
焼
入
用
之
節
ハ
用
木
二
而
も
不
苦
候
是
又
勝
手
二
御
伐
リ
遣
可
被
成
候

一
炭
山
扮
山
両
山
共
道
橋
木
二
指
か
ま
い
候
木
ハ
用
木
椎
葺
木
二
而
も
不
苦
ン
勝
手
二
御
伐
リ
通
リ
可
被
侯

一
炭
木
す
な
取
申
二
付
用
木
椎
葺
木
伐
木
等
損
ツ
候
共
不
苦
ツ
候
其
節
少
ツ
茂
申
分
無
御
座
侯
其
硼
リ
彼
是
申
者
有
之
候
ハ
ヽ
此
方
か

急
度
埓
明
ケ
貴
殿
二
少
し
も
御
世
話
掛
申
間
敷
候

す
そ
は
西
ノ
谷
川
限
リ
‘

峰
ハ
水
落
限
リ

口
ハ
下
モ
小
水
志
も
尾
限
リ

四
方
境
目
奥
ハ
大
滝
尾
限
リ

一
字
西
之
谷
ノ
内
小
水
小
柚
山
一
ケ
所

近
世
に
お
け
る
大
和
北
山
郷
の
村
落
構
造
と
林
業
（
津
川
）

八
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近
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大
和
北
山
郷
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村
落
構
造
と
林
業
（
津
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）

志
も
ハ
お
に
こ
谷
の
か
み
尾
限
リ

境
目
か
み
ハ
栃
つ
る
み
谷
限
り

一
字
大
谷
一
ケ
所

惣
名
東
之
川
両
村
持
領
之
内
志
で
の
木
一
通
不
残

（

六

）

大

和

屋

四

兵

衛

＠
 

売
渡
ツ
申
椎
茸
木
山
之
事

尾
鷲

一
樫
難
木
炭
木
之
内
ハ
小
柚
―
一
成
リ
共
其
元
勝
手
一
＿
支
配
可
被
成
候

一
年
賦
之
内
何
方
江
御
売
被
成
候
共
不
苦
候

一
年
賦
之
内
炭
仕
出
ツ
侯
節
勝
手
二
付
粉
之
本
辺
江
出
ツ
申
候
と
も
縦
売
山
之
外
二
而
も
両
村
山
内
ハ
新
道
橋
等
是
又
勝
手
二
御
伐
リ

通
ツ
可
被
成
侯
、
其
節
出
ツ
道
橋
二
付
少
し
も
妨
ケ
申
者
無
御
座
候

一
大
川
江
か
け
申
橋
木
用
木
之
内
二
而
も
何
本
成
リ
共
勝
手
御
伐
リ
遣
可
被
成
候

右
之
通
自
他
之
妨
ケ
申
者
毛
頭
無
御
座
候
以
上

明
和
三
年
戌
三
月

一
字
宇
ば
志
所
一
ケ
所
．

A 

栃
本
村
庄
屋
年
寄
百
姓
代
連
署

北
山
小
瀬
村
庄
屋
年
寄
百
姓
代
連
署
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一
椎
茸
仕
出
し
申
年
数
当
酉
年
ヵ
来
亥
年
迄
年
中
十
五
ケ
年
限
リ

右
之
通
両
村
相
談
之
上
右
代
金
二
相
極
メ
此
度
為
手
付
金
一
両
請
取
残
リ
金
之
義
ハ
高
半
金
分
来
九
月
迄
二
受
取
残
リ
半
金
ハ
来
戌
年

然
上
ハ
年
季
中
勝
手
二
山
入
被
成
木
屋
場
木
屋
道
具
薪
道
橋
等
是
又
勝
手
二
可
被
成
候
尤
右
山
内
用
木
類
大
切
二
可
致
候
極
メ
勿
論
此

山
之
義
二
付
他
之
妨
無
御
座
万
一
六
ケ
敷
義
出
来
候
ハ
ヽ
此
方
力
埒
明
少
し
茂
難
義
掛
ケ
申
間
敷
候
、
為
其
売
証
文
依
而
如
件

寛
政
元
年
酉
七
月
廿
五
日

山
入
迄
二
請
取
申
筈
二
相
極
メ
憶
二
売
渡
申
処
実
正
也

一
年
季
之
義
ハ
当
酉
年
ヵ
来
丑
年
迄
斧
入
五
ケ
年
切

斧
入

f
三
ケ
所

R
 

代
金
十
七
両
二
歩
也

口
ハ
志
だ
み
谷
水
落
限
リ

奥
ハ
西
さ
き
り
谷
か
み
尾
限
リ

一
字
西
之
谷
一
ケ
所

口
ハ
志
も
こ
も
の
谷
水
落
限
リ

境
目
奥
ハ
東
ハ
大
滝
尾
限
リ

下
ハ
栃
之
瀬
志
も
尾
限
リ

境
目
か
み
ハ
う
ば
し
所
か
み
尾
限
リ

近
世
に
お
け
る
大
和
北
山
郷
の
村
落
構
造
と
林
業
（
津
川
）

八
四
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近
世
に
お
け
る
大
和
北
山
郷
の
村
落
構
造
と
林
業
（
津
川
）

長
嶋
屋
伊
右
エ
門
殿

紀
州
熊
野
舟
津
村

熊
野
川
林
業
誌

へ
上
納
の
御
用
材
木
生
産
の
為
の
資
金
調
達
で
あ
る
。

八
五

右
三
通
の
文
書
に
見
ら
れ
る
山
林
処
分
理
由
は
（
四
）
の
場
合
は
寺
入
用
に
当
て
る
為
の
寺
修
覆
山
の
処
分
で
あ
り
、
（
五
）
は
幕
府

（
六
）
の
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の
処
分
理
由
が
記
さ
れ
て
い
な
い
．
。
そ
の
他
山

林
の
処
分
理
由
と
し
て
厘
々
「
貢
租
未
進
」
に
よ
る
事
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
山
林
取
得
者
の
側
よ
り
見
て
、
所
謂
「
名
目
的
理
由
」

(
1
0
)
 

で
あ
っ
て
具
体
的
な
理
由
は
隠
蔽
さ
れ
て
い
た
と
解
釈
す
る
向
も
あ
る
が
、
そ
の
様
に
裏
面
的
に
詮
義
し
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
、
な
ぜ
な
れ
ば
山
林
処
分
、
従
っ
て
山
林
取
得
の
理
由
が
「
貢
租
未
進
」
に
あ
っ
た
程
に
農
民
の
貢
租
負
担
は
大
き
な
も
の
で

あ
り
、
幕
藩
及
こ
れ
に
吸
着
す
る
特
権
者
に
よ
る
破
壊
的
牧
奪
が
如
何
に
進
め
ら
れ
た
か
を
物
語
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、

尚
、
北
山
郷
に
於
い
て
は
山
林
所
有
の
移
動
に
よ
る
新
ら
し
い
山
林
取
得
者
が
在
村
の
地
主
層
で
商
人
が
比
較
的
に
少
な
く
、
商
人

の
伸
展
が
抑
圧
さ
れ
た
と
見
て
き
た
が
、
そ
の
理
由
の
根
源
は
幕
府
が
北
山
郷
に
施
行
し
た
林
政
に
よ
る
も
の
で
、
即
ち
拝
借
銀
の
制

(
1
1
)
 

度
が
そ
れ
で
あ
り
、
今
―
つ
は
北
山
木
材
の
集
積
場
所
で
あ
る
新
宮
に
お
け
る
材
木
奉
行
と
新
宮
木
材
商
人
内
部
か
ら
と
の
制
約
が
あ

っ
た
為
で
あ
ろ
う
。

註
い
和
歌
山
県
新
宮
木
材
協
同
組
合
編

②
上
北
山
村
小
橡
区
有
文
書

③
右
二
同
ジ

④
珊
論
十
九
号
「
土
地
問
題
と
し
て
の
林
野
所
有
」

庄

屋

年

寄

連

署

小
瀬
栃
本
両
村
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と
あ
り
焼
畑
を
行
う
に
つ
い
て
も
断
り
を
す
る
事
を
要
し
な
か
っ
た
。

「
先
年
力
北
山
之
儀
ハ
由
緒
御
座
候
而
乍
恐
権
現
様
力
御
柚
役
御
免
被
下
置
村

(

2

)

 

方
領
之
内
ハ
山
林
竹
木
自
由
二
伐
出
ツ
其
跡
切
畑
等
二
切
広
ケ
申
候
得
共
何
方
へ
も
古
来
£
少
も
御
断
申
上
候
事
一
円
無
御
座
候
」
、

の
処
置
に
も
可
成
自
由
な
面
を
も
つ
て
い
た
。
即
ち
、

近
藤
康
男
氏
編
農
業
謳
済
研
究
入
門
、
附
論
日
本
林
業
論

固
⑥
⑦
上
北
山
村
小
橡
区
有
文
書

固
金
丸
平
八
氏
論
文
「
私
有
林
に
関
す
る
試
論
」

H
三
田
学
会
雑
誌
四
十
七
ノ
一
七
二
頁

側
上
北
山
村
小
橡
区
有
文
書

皿
金
丸
平
八
氏
前
揚
論
文
三
田
学
会
雑
誌
四
十
七
ノ
一
八
一
頁

Ull
前
揚
新
宮
木
材
協
同
組
合
綱
熊
野
川
林
業
誌

山
林
の
所
属
と
用
益

封
建
制
下
に
お
け
る
山
野
の
も
つ
意
味
は
、
封
建
制
の
基
本
的
荷
ひ
手
と
し
て
の
百
姓
が
日
常
生
活
に
疲
幣
し
、
退
転
す
る
事
を
防

止
し
、
渡
世
を
維
持
存
続
せ
し
め
る
為
の
補
助
的
な
も
の
と
し
て
利
用
さ
れ
る
の
が
普
通
で
そ
れ
は
主
と
し
て
農
用
林
で
あ
っ
た
。
し

か
し
田
畑
の
少
な
い
山
村
に
於
い
て
は
そ
れ
は
補
助
的
な
も
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
村
落
経
済
維
持
の
唯
一
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
っ
た
と

い
つ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
北
山
郷
上
組
も
既
述
の
通
り
田
畑
は
極
零
細
で
農
民
は
山
林
に
よ
っ
て
渡
世
し
旧
藩
時
代
初
期
よ
り

既
に
山
林
は
用
材
林
と
し
て
の
意
味
が
強
く
、
草
肥
農
業
の
採
草
地
と
し
て
の
農
用
林
、
或
は
新
田
開
発
、
そ
れ
も
純
然
た
る
穀
類
栽

培
用
地
と
し
て
の
為
の
土
地
獲
得
等
の
面
は
さ
往
ど
重
要
視
さ
れ
な
か
っ
た
か
の
感
を
う
け
る
。

山
林
は
用
材
、
薪
炭
材
生
産
に
用
益
さ
れ
、
個
々
人
に
よ
っ
て
私
有
化
さ
れ
て
い
た
山
林
は
、

(

1

)

 

「
自
分
持
山
ハ
其
主
勝
手
に
柚
入
」

れ
、
或
種
の
樹
木
を
除
い
て
自
由
に
木
材
の
伐
出
し
が
行
わ
れ
、
御
柚
役
を
負
担
し
て
い
た
為
に
そ
の
特
権
的
な
権
利
に
よ
っ
て
跡
山

（

口

）

近
世
に
お
け
る
大
和
北
山
郷
の
村
落
構
造
と
林
業
（
津
川
）

八
六
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れ
た
。

近
世
に
お
け
る
大
和
北
山
郷
の
村
落
構
造
と
林
業
（
津
JII)

と
あ
り
、
随
分
と
そ
の
用
益
の
条
件
は
買
主
に
有
利
に
取
極
め
ら
れ
て
い
る
。
更
に
（
六
）
の
椎
茸
木
山
の
売
却
条
件
を
見
れ
ぽ
、
（
五
）

（
六
）
の
場
合
は
、
年
季
の
内
は
勝
手
に
山
入
り
を
な
し
木
屋
場
、
木
屋
道
具
、

道
橋
の
使
用
も
勝
手
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

も
た
ら
し
た
要
因
と
し
て
、

「
尤
右
山
内
用
木
類
大
切
二
可
致
」
と
取
り
極
め
ら
れ
て
い
る
。
（
五
）
と
（
六
）
の
場
合
、

そ
こ
に
は
時
代
に
ず
れ
も
あ
り
、
山
林
利
用
に
も
炭
山
と
椎
茸
木
山
の
区
別
は
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
山
林
を
買
っ
た
商
人
の
勢
力
と
い
う
か
、
過
去
に
お
い
て
積
ま
れ
た
商
人
の
業
積
に
差
異
の
あ

っ
た
事
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
右
に
見
ら
れ
る
売
買
さ
れ
た
山
林
に
お
い
て
、
道
、
橋
の
使
用
、
利
用
は
売
買
当
事
者
に
よ
る
支
配
領
域
内
の
山
林
に
つ
い

て
は
勝
手
で
あ
っ
た
が
、
支
配
違
い
の
山
林
で
は
そ
の
事
情
は
自
か
ら
異
な
っ
て
い
た
。
即
ち
生
産
さ
れ
た
用
材
搬
出
に
あ
た
り
他
者

（
売
買
に
関
係
の
無
い
）
支
配
の
山
林
を
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
は
、
灌
漑
水
利
に
お
け
る
越
石
料
に
類
す
る
越
山
料
が
支
払
わ

一
例
を
掲
げ
る
と
、

の
場
合
と
の
相
違
が
判
明
す
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、

八
七

し
か
し
す
べ
て
の
山
林
の
用
益
に
つ
い
て
が
そ
う
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
「
村
中
大
切
—
ー
屋
ら
い
置
候
留
山
並
惣
面
や
ら
い
置
候

(

3

)

 

杉
立
木
」
等
の
様
に
一
定
時
期
を
限
つ
て
用
益
さ
れ
る
村
山
、
共
有
林
も
あ
っ
た
。
こ
の
種
の
山
林
は
村
規
約
に
よ
っ
て
用
益
が
管
理

不
注
意
に
よ
っ
て
他
人
支
配
の
山
林
を
用
益
し
た
場
合
に
も
相
当
の
罪
科
を
問
わ
れ
た
。

益
、
或
は
林
政
の
項
に
後
述
す
る
で
あ
ろ
う
。

又
商
人
に
年
季
売
り
の
形
で
売
却
さ
れ
た
山
林
用
益
に
つ
い
て
は
、
売
渡
証
文
に
そ
の
条
件
が
記
入
さ
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
、
大

抵
は
年
賦
の
内
は
買
主
勝
手
に
支
配
し
、
万
一
妨
げ
の
あ
っ
た
場
合
も
売
主
が
そ
の
始
末
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
前
掲
の
文
書
に
よ

つ
て
見
て
行
く
と
（
五
）
の
炭
山
売
買
の
例
に
よ
れ
ば
「
炭
焼
入
用
の
節
は
用
木
に
て
も
苦
し
か
ら
ず
、
勝
手
に
御
伐
な
さ
る
べ
く
」

し
か
し
そ
れ
以
外
に
用
益
の
内
容
に
差
異
を

さ
れ
、

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
入
会
山
の
用
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既
に
数
人
に
よ
っ
て
分
割
占
有
さ
れ
た
共
有
林
も
あ
っ
た
様
で
あ
る
。

（

ハ

）

八
八

（
十
五
ケ
年
か
）

「
其
元
三
ケ
村
山
領
之
内
尾
鷲
八
郎
兵
衛
殿
江
御
売
被
成
候
場
所
年
季
之
儀
者
来
ル
丑
三
月
力
卯
年
迄
五
拾
ケ
年
限
リ
此
度
御
相
談

被
成
就
夫
我
等
持
分
之
山
字
古
川
山
炭
小
出
し
道
御
通
し
く
れ
候
様
二
と
小
瀕
村
藤
右
衛
門
殿
川
合
村
利
兵
衛
殿
御
挨
拶
被
成
侯
二
付

道
御
代
と
し
て
金
三
両
一
歩
憶
二
請
取
申
所
実
正
也
、
然
上
者
炭
木
屋
荷
物
其
外
共
勝
手
二
御
通
リ
可
被
成
候
猶
又
道
橋
く
い
木
等
用

(

4

)

 

木
二
而
も
不
苦
候
尤
火
之
用
心
第
一
ー
ー
可
被
成
右
相
極
申
上
者
自
他
之
妨
ケ
毛
頭
無
御
座
侯
為
其
免
一
札
依
而
如
件
」
、

に
見
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。

註

い

上

北

山

村

小

橡

区

有

文

書

寛

文

五

年

・

②
右
同
享
保
十
三
年
八
月
「
為
瑕
替
申
証
文
之
事
」

③
●
北
山
村
河
合
区
有
文
書
享
保
七
年
正
月

④
●
北
山
村
小
橡
区
有
文
書
明
和
七
年
六
月
「
免
甲
一
札
之
事
」

入
会
山
の
用
益

北
山
郷
上
組
に
は
大
台
山
周
辺
及
東
の
川
沿
岸
地
域
に
相
当
広
大
な
入
会
山
が
あ
っ
た
。
本
郷
村
落
に
近
接
す
る
山
林
は
早
く
よ
り

私
有
化
さ
れ
て
い
た
為
に
、
漸
次
本
郷
よ
り
遠
距
離
の
交
通
不
便
の
奥
地
山
林
に
用
益
が
向
け
ら
れ
、
数
ケ
村
立
会
の
入
会
山
が
成
立

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

(

1

)

 

大
台
山
周
辺
は
元
来
「
三
ケ
村
立
会
山
二
而
他
村
之
入
会
無
御
座
侯
」
山
林
で
あ
っ
て
、
そ
の
立
会
村
々
は
、
西
野
、
小
瀬
、
栃
本

三
ケ
村
で
あ
っ
た
。

東
之
川
周
辺
の
山
林
も
右
同
様
に
三
ケ
村
立
会
の
場
所
で
、

近
世
に
お
け
る
大
和
北
山
郷
の
村
落
構
造
と
林
業
（
津
川
）

そ
れ
ら
の
山
林
に
は
寺
院
の
諸
入
用
に
当
て
ら
れ
る
寺
修
覆
山
、
或
は
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近
世
に
お
け
る
大
和
北
山
郷
の
村
落
構
造
と
林
業
（
津
J
l
l
)

近
世
に
お
け
る
入
会
林
野
の
用
益
関
係
は
、
肥
料
給
源
と
し
て
の
所
謂
採
草
地
と
し
て
用
益
さ
れ
る
の
が
主
で
あ
り
、
そ
こ
に
重
要

な
意
味
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
農
用
林
と
し
て
で
は
な
く
、
用
材
林
と
し
て
利
用
さ
れ
る
場
合
の
利
害
関
係
は
一
般
耕
地
と
密
接
な

結
び
つ
き
を
も
つ
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
採
草
地
の
利
用
関
係
と
は
異
な
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

入
会
採
草
地
に
つ
い
て
は
、
古
島
氏
に
よ
っ
て
利
用
関
係
に
お
け
る
封
建
的
特
質
と
し
て
、
利
用
資
格
の
不
平
等
性
、
持
分
権
的
性

(

2

)

 

質
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
か
4
る
見
解
に
対
し
て
関
氏
は
「
不
平
等
性
や
持
分
権
的
性
質
の
み
ら
れ
る
場
合
は
必
ず
し
も
多
く
は
な

C
3
)
 

い
。
む
し
ろ
平
等
利
用
の
場
合
が
一
般
的
で
あ
る
と
い
う
事
は
否
定
出
来
な
い
」
。
と
近
畿
中
国
の
豊
富
な
史
料
を
も
つ
て
新
ら
し
い

方
向
を
打
出
し
て
お
ら
れ
る
が
、
山
林
利
用
が
採
草
地
で
は
な
く
用
材
林
と
し
て
利
用
さ
れ
る
場
合
は
、
少
な
く
と
も
北
山
郷
上
組
の

山
林
利
用
関
係
に
お
い
て
は
利
用
資
格
の
不
平
等
性
と
持
分
権
的
性
質
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
か

4

る
山
林
の
利
用
形
態
が
山
林
の
分
割
占
有
の
基
礎
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
様
な
見
方
が
許
さ
れ
る
か
否
か
、

教
示
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る
。

山
林
の
用
益
が
近
距
離
地
よ
り
漸
次
未
開
発
の
奥
地
山
林
に
向
け
ら
れ
、
北
山
郷
上
組
で
は
東
の
川
沿
岸
地
域
に
相
当
の
村
有
林
の

存
在
が
見
ら
れ
る
が
、
と
4
に
於
け
る
用
益
は
、
無
高
水
呑
の
百
姓
の
稼
場
と
し
て
許
さ
れ
て
い
た
様
で
あ
る
。
正
徳
年
代
頃
よ
り
は

こ
の
地
域
の
特
定
の
山
林
の
跡
地
植
林
が
水
呑
百
姓
に
許
さ
れ
た
事
が
う
か
ゞ
へ
る
。
即
ち
、

(

4

)

 

一
札
之
事

ひ
ろ
く
御

東
之
川
山
之
内
い
さ
ゐ
谷
力
大
谷
下
尾
を
限
り
樫
木
雑
木
之
分
炭
山
二
買
手
有
之
由
ー
一
而
売
候
而
村
中
之
者
之
内
御
材
木
仕
出
し
其

外
家
職
渡
世
之
障
二
成
リ
候
者
有
哉
、
又
ハ
障
二
成
リ
不
申
哉
銘
々
存
寄
無
遠
慮
有
鉢
二
申
出
~
様
二
と
壱
人
々
々
御
吟
味
二
侯
、
樫

山
売
候
而
年
季
之
内
ハ
例
年
家
職
之
外
炭
を
焼
小
出
し
を
持
縄
を
な
ゐ
俵
を
持
売
野
菜
芋
大
根
等
を
作
売
リ
而
か
せ
ぎ
大
分
出
来
増
侯

八
九
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尤
地
代
二
出
し
候
植
杉
悪
山
な
り
と
い
へ
ど
も
是
又
我
儘
二
伐
荒
し
申
間
敷
候
弥
互
二
相
守
可
申
候
。
右
之
通
二
御
座
候
得
ハ
右
樫

山
売
候
而
も
御
材
木
仕
出
し
之
儀
者
不
及
申
惣
而
障
二
成
候
義
曽
以
無
御
座
候
当
村
之
儀
ハ
別
而
困
窮
い
た
し
東
之
川
江
か
せ
ぎ
二
参

候
者
共
永
々
持
返
リ
不
申
故
当
秋
御
会
議
之
上
急
度
罷
帰
リ
候
様
二
と
被
仰
付
候
得
共
在
所
江
帰
リ
候
而
も
在
付
銀
も
無
御
座
候
故
ニ

「
マ
マ
」

今
持
不
罷
帰
何
共
迷
惑
仕
候
二
付
内
証
願
申
候
処
在
附
銀
も
有
之
様
二
被
成
下
添
存
候
此
山
代
割
符
銀
ヲ
以
多

□

二
い
た
し
早
々
罷
帰

リ
可
申
候
右
村
中
相
談
之
上
樫
山
売
候
上
者
後
日
二
毛
頭
違
乱
申
間
敷
候
為
後
日
連
判
依
而
如
件

正
憲
二
年
辰
十
二
月

右
の
文
書
に
は
要
約
し
て
三
つ
の
事
項
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
っ
は
、
樫
山
の
売
却
で
あ
っ
て
、
本
郷
の
取
極
め
に
よ
っ
て
売

却
を
決
定
し
、
実
際
に
こ
の
山
林
を
利
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
山
林
を
所
有
し
な
い
為
に
奥
地
の
入
会
山
を
稼
場
と
し
て
い
る
水
呑
百

姓
に
は
売
却
の
相
談
に
参
与
す
る
機
会
は
与
え
ら
れ
ず
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
用
益
権
は
本
郷
百
姓
（
ホ
呑
百
姓
を
の
ぞ
い
た
）
に
あ
っ
た

事
、
そ
の
二
は
売
却
後
の
跡
山
を
分
割
し
、
百
本
に
付
二
十
本
の
地
代
を
と
つ
て
植
林
さ
せ
、
能
力
に
応
じ
て
植
林
を
許
し
永
代
所
持

せ
し
め
る
と
の
取
極
め
を
行
っ
て
い
る
が
、
但
し
悪
山
で
あ
ろ
う
と
も
猥
り
に
伐
荒
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
事
は
能
力

に
応
じ
て
と
い
う
用
益
許
可
と
、
悪
山
が
ひ
き
あ
て
ら
れ
て
も
文
句
が
い
え
な
い
と
い
う
事
と
併
せ
考
え
る
時
、
平
等
利
用
に
見
え
る

け
れ
ど
も
当
然
そ
こ
に
は
差
異
が
生
じ
る
事
で
果
し
て
水
呑
百
姓
に
良
所
が
ふ
り
わ
け
ら
れ
た
か
否
か
疑
問
で
あ
る
。

庄

屋

伝

以
下
不
残 郎

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

故
東
之
川
ー
ー
ハ
別
而
勝
手
能
御
座
候
、
其
内
＿
＿
者
先
繰
ー
一
樫
木
生
立
申
候
へ
者
山
は
け
不
申
候
、
且
又
東
之
川
江
毎
年
家
職
二
参
候
者

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
‘
`
‘
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
‘
ヽ
．
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ハ
右
之
跡
へ
植
杉
い
た
し
、
百
本
一
＿
付
二
十
本
宛
山
地
代
と
し
て
三
ケ
村
へ
出
也
銘
々
手
柄
次
第
杉
山
仕
立
永
々
所
持
可
申
候
。
尤
地

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

代
を
出
し
候
而
植
や
ら
ひ
侯
杉
山
伐
、
惣
持
山
之
様
ー
一
不
植
者
猥
＿
二
本
も
伐
採
申
間
敷
候

近
世
に
お
け
る
大
和
北
山
郷
の
村
落
構
造
と
林
業
（
津
川
）

九
〇
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近
世
に
お
け
る
大
和
北
山
瑯
の
村
落
構
造
と
林
業
（
津
川
）

願

主

東

之

川

出

口

茂

兵

衛

志
も
ハ
西
之
谷
へ
出
申
尾
限
リ

「
マ
マ
」

高
ハ
水
落
限
リ
下
ハ
タ
ハ
大
川
限
リ

右
之
山
此
度
其
方
願
二
付
村
中
相
談
之
上
代
金
七
両
二
売
リ
下
ケ
申
候
則
代
金
不
残
憶
二
受
取
リ
申
候
、
然
ル
上
ハ
年
数
之
間
勝
手
次

第
支
配
可
致
為
後
日
売
リ
渡
シ
証
文
俯
而
如
件

文
政
九
年
戌
七
月

但
ン
年
数
之
義
ハ
当
戌
年
ぶ
来
ル
子
年
迄
十
五
ケ
年
之
間

境
目
か
み
ハ
う
じ
し
と
こ
ろ
谷
限
リ

惣
名
東
之
川

村
落
内
部
に
於
け
る
階
層
的
差
別
は
第
三
の
事
項
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
、
即
ち
、
出
稼
の
も
の
が
漸
次
定
住
に
移
り
、
本

郷
よ
り
帰
村
を
う
な
が
し
て
も
在
付
銀
の
配
分
の
な
い
差
別
的
対
遇
を
理
由
に
応
じ
な
い
態
度
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
様
な
身
分
社
会

に
於
け
る
階
層
的
差
別
は
そ
の
ま
4
入
会
山
林
の
利
用
資
格
に
も
そ
の
ま
4
適
用
さ
れ
た
と
推
察
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
を
更
に
側
面
よ
り
見
よ
う
。
年
代
は
下
る
が
文
政
年
間
の
一
資
料
を
掲
げ
る
と
、

(

5

)

 

売
証
文
之
事

一
字
宮
之
平
之
向
イ
ひ
ら
山

栃
本
村
庄
厖

小
瀬
村
庄
朕

.‘
 勺弓

九

兵

衛

藤

右

衛

門
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（
二
）

東
之
川
入
会
山
林
の
分
割

ら
村
山
の
用
益
請
願
を
行
う
と
い
う
事
は
、

即
ち
東
の
川
水
呑
百
姓
茂
兵
衛
以
下
三
人
に
よ
る
村
山
の
売
下
げ
請
願
で
あ
る
。
金
七
両
を
前
納
し
て
十
五
ケ
年
々
季
売
買
が
成
吃

し
て
い
る
。
こ
4

で
先
ず
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
は
金
七
両
の
前
納
金
を
如
何
に
し
て
調
達
し
た
か
と
い
う
事
で
あ
る
。
水
呑
百

姓
と
い
え
ど
も
三
人
共
同
で
こ
の
程
度
の
金
子
の
蓄
積
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
、
恐
ら
く
考
え
ら
れ
な
い
。
文

面
に
は
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
が
そ
の
背
後
に
高
利
貸
資
本
乃
至
は
商
業
資
本
が
潜
在
し
、
支
配
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
若
し

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
結
果
に
お
い
て
は
農
民
は
手
間
賃
稼
で
あ
っ
て
、
利
益
は
商
人
乃
至
は
地
主
の
手
に
入
る
、

性
の
存
在
を
物
語
り
、

一
面
に
お
い
て
は
山
林
の
用
益
が
平
等
利
用
に
移
行
し
つ
4

あ
り
と
は
い
へ
、
尚
不
平
等

か
4
る
封
建
的
特
質
へ
の
対
抗
と
し
て
把
ら
へ

OQ
事
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
か
、

註
い
上
北
山
村
小
橡
区
有
文
書
享
保
二
十
年
三
月
「
乍
恐
口
上
を
以
奉
申
上
候
一
札
」

②
古
島
敏
雄
氏
「
近
世
日
本
農
業
の
構
造
」
二
編
一
章
・

③
関
順
也
氏
論
文
「
近
世
に
於
け
る
入
会
林
野
の
性
格
」
山
口
粛
済
学
雑
誌
四
ノ
七
・
八
号

④
上
北
山
村
小
橡
区
有
文
書
（
筆
者
傍
点
）

固
右
二
同
ジ

以
上
の
様
な
用
材
林
と
し
て
の
山
林
利
用
の
不
平
等
性
の
存
在
は
、
村
落
自
治
体
を
規
律
す
る
封
建
社
会
秩
序
即
ち
役
家
の
制
に
あ

ら
わ
れ
て
い
る
階
層
的
差
別
に
よ
っ
て
下
位
の
階
層
に
属
す
る
役
家
或
は
無
役
家
の
水
呑
百
姓
等
ほ
一
人
前
の
村
落
構
成
員
と
し
て
あ

た
と
へ
村
落
内
部
に
お
け
る
受
益
面
で
は
そ
う
で
あ
っ
て
も
負
担
面
で
は
そ
れ
相
応
に
比
例

つ
か
わ
れ
な
か
っ
た
事
に
基
因
す
る
が
、

坂

本

要

蔵

宮

平

佐

助

近
世
に
お
け
る
大
和
北
山
郷
の
村
落
構
造
と
林
業
（
津
川
）

九

そ
れ
で
あ
り
な
が
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近
世
に
お
け
る
大
和
北
山
郷
の
村
落
構
造
と
林
業
（
津
川
）

か
く
し
て
本
郷
と
東
之
川
組
（
枝
郷
と
し
て
認
め
ら
れ
ず
現
在
も
所
属
本
郷
の
字
名
を
夫
々
残
し
、

差
上
申
議
定
証
文
之
事

九

(

l

)

 

時
代
の
推
移
と
と
も
に
彼
等
水
呑
百
姓
に
も
「
御
公
儀
様
力
被
為
仰
付
侯
御
制
法
之
儀
弥
以
堅
相
守
可
申
」
と
の
理
由
を
か
4
げ
て

．．．． 

「
東
ノ
川
水
呑
百
姓
之
儀
御
年
貢
ハ
勿
論
小
物
成
高
掛
リ
銀
等
役
少
し
も
出
ジ
不
申
候
ー
一
付
先
年
よ
り
よ
こ
成
役
と
し
て
一
人
前
ー
ー
御

材
木
米
｀
一
石
五
斗
宛
村
へ
納
来
リ
候
処
中
頃
御
了
簡
二
而
一
人
前
ニ
―
石
宛
二
相
極
申
候
然
ル
処
近
年
猥
リ
ー
一
罷
成
不
納
之
も
の
有
之

6
2
)
 

候
二
付
此
度
改
御
申
渡
ツ
被
成
承
知
仕
侯
、
依
之
当
年
力
御
材
木
米
一
石
宛
少
し
も
無
相
違
相
納
可
申
」
、
こ
と
を
再
三
に
申
渡
し
て
．

て
い
る
）
と
は
常
に
利
害
関
係
上
で
相
反
目
し
、
諸
事
に
亘
つ
て
対
立
す
る
の
事
態
を
持
続
し
て
い
た
が
、
幕
末
、
天
保
七
年
に
至
っ

て
本
郷
と
東
之
川
組
と
の
関
係
は
終
局
面
に
立
い
た
っ
た
。
即
ち
同
年
、
本
郷
で
書
出
さ
れ
た
村
小
入
用
帳
の
割
付
を
続
つ
て
東
之
川

組
で
は
こ
れ
に
対
し
て
不
承
認
の
態
度
を
表
明
し
、
奥
書
印
形
の
捺
印
を
拒
否
し
た
事
に
端
を
発
し
て
紛
争
を
起
し
、
郡
役
所
へ
出
訴

•(3)

. 

す
る
は
こ
び
と
な
っ
た
。
か
く
て
ニ
ヶ
月
間
の
掛
合
、
熟
談
の
上
一
応
の
落
着
を
見
た
。
そ
の
時
の
議
定
証
文
は
、

当
代
官
所
和
州
吉
野
郡
北
山
郷
小
瀬
栃
本
村
役
人
共
力
右
両
村
地
先
東
之
川
百
姓
共
小
入
用
帳
二
印
形
不
仕
候
段
当
二
月
廿
七
日
奉

願
上
三
月
十
日
御
差
日
御
奥
書
頂
戴
仕
双
方
御
差
日
二
罷
出
東
之
川
之
も
の
共
返
答
書
差
上
御
含
味
中
双
方
二
段
々
御
利
解
之
上
郡
中

代
宗
八
郎
二
取
扱
被
仰
付
精
々
及
掛
合
熟
談
内
済
仕
右
小
入
用
帳
調
印
之
上
議
定
仕
候
趣
左
二
奉
申
上
候
。

一
柚
飯
料
前
借
銀
之
儀
は
小
瀬
栃
本
ニ
ケ
村
に
拝
借
銀
之
内
小
瀬
村
之
内
東
之
川
に
銀
四
百
八
十
目
栃
本
村
之
内
東
之
川
に
銀
三
百
六

十
目
宛
年
々
無
増
減
永
々
割
賦
可
申
事

い
る
。

的
に
対
遇
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

一
括
し
て
東
之
川
組
と
呼
ば
れ
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一
東
之
川
持
分
立
木
年
季
を
定
何
方
に
売
払
又
は
質
物
に
差
入
候
而
も
勝
手
次
第
二
為
致
候
事

但
他
所
力
所
持
い
た
し
候
分
も
同
様
之
事

舗
事 但

他
所
占
不
埒
有
之
分
も
右
同
様
之
事

一
本
郷
ニ
ケ
村
持
分
二
相
成
候
場
所
二
是
迄
東
之
川
力
植
付
有
之
立
木
右
同
様
一
代
限
リ
支
配
致
し
伐
取
候
後
は
東
之
川
力
植
付
申
間

間
舗
事

但
当
申
十
二
月
力
割
渡
可
申
事

r
マ
マ
」

一
東
之
川
山
領
稼
場
之
儀
は
大
川
ヵ
西
ハ
南
は
う
る
か
谷
留
山
力
北
大
台
山
迄
山
領
半
通
リ
東
之
川
持
半
通
リ
は
小
瀬
栃
本
ニ
ケ
村
持

二
仕
分
際
目
相
定
可
申
事

一
字
西
之
谷
あ
ら
谷
北
ニ
ケ
所
之
内
谷
奥
向
大
谷
向
三
ケ
所
先
規
之
通
留
山
一
一
致
シ
置
一
切
立
入
申
間
舗
筈
、
尤
無
櫨
入
用
之
節
は
双

方
相
談
之
上
売
払
致
し
伐
木
代
銀
割
賦
之
儀
は
村
古
格
通
役
人
割
＿
一
致
ツ
東
之
川
二
も
一
人
前
小
半
役
之
割
合
を
以
割
賦
い
た
し
候

事
・
一
字
う
る
か
谷
之
儀
は
右
同
断
留
山
＿
一
致
ツ
置
寺
入
用
之
節
相
談
之
上
売
払
代
銀
割
賦
之
村
定
之
通
小
瀬
栃
本
東
之
川
寺
役
相
勤
侯
も

の
に
寺
役
割
＿
＿
割
賦
致
可
申
事

一
大
川
占
東
は
南
白
川
村
領
境
力
北
は
大
台
山
迄
西
野
村
小
瀬
栃
本
ニ
ケ
村
と
東
之
川
と
三
つ
割
二
至
し
際
目
相
定
一
歩
通
は
西
野

村、

一
歩
通
は
小
瀬
栃
本
村
ニ
ケ
村
持
一
歩
通
は
東
之
川
持
と
相
分
可
申
事

一
東
之
川
山
領
地
分
致
東
之
川
持
分
二
相
成
侯
場
所
二
是
迄
本
郷
5
植
付
有
之
立
木
一
代
限
リ
支
配
致
し
伐
取
候
後
は
本
郷
力
植
付
申

近
世
に
お
け
る
大
和
北
山
郷
の
村
落
構
造
と
林
業
（
津
川
）

九
四
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処
如
件

近
世
に
お
け
る
大
和
北
山
郷
の
村
落
構
造
と
林
業
（
津
川
）

御

役

所

天
保
七
申
年
五
月

擬

笠

之

助

様

を
買
牧
し
、

郡

中

代

取

曖

人 小
前
惣
代

小
瀬
村
之
内

小
前
惣
代

宗 長

兵

衛

＠

栄

東
之
川
栃
本
村
之
内

百
姓
代

ー
一
村
小
入
用
之
儀
は
寺
宮
入
用
並
役
人
割
等
可
相
成
筋
之
入
用
は
東
之
川
江
も
相
掛
リ
可
申
事

右
之
通
双
方
無
申
分
熟
談
相
整
侯
処
山
林
稼
場
所
境
目
相
定
候
儀
は
一
同
帰
村
之
上
双
方
立
会
玉
園
を
以
実
意
正
訴
引
分
一
件
無
滞
相

済
候
様
仕
度
奉
存
候
間
来
ル
七
月
晦
日
迄
御
猶
予
被
成
下
候
ハ
ヽ
八
月
朔
日
双
方
罷
出
済
口
証
文
可
奉
差
上
候
依
之
議
定
証
文
差
上
申

小
瀬
村
庄
屋

栃
本
村
庄
屋

九
五

か
く
し
て
右
の
済
口
証
文
は
同
年
十
二
月
に
役
所
に
差
出
さ
れ
、
入
会
山
林
切
半
の
は
こ
び
と
な
っ
た
が
「
双
方
立
会
玉
園
を
以
て
」

引
分
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
っ
た
。
即
ち
今
日
尚
東
の
川
組
の
人
々
の
口
か
ら
「
山
林
の
引
分
け
は
役
所
の
役
人
立
会
の
上
で

圭
園
を
も
つ
て
一
応
合
理
的
に
行
な
わ
れ
た
様
に
見
え
る
が
既
に
玉
圃
と
い
う
も
の
に
不
正
が
あ
っ
た
。
本
郷
側
で
は
御
役
所
の
役
人

よ
い
山
林
の
書
入
れ
ら
れ
て
い
る
玉
園
に
「
目
印
」
を
つ
け
て
お
い
て
、
盆
の
上
に
ば
ら
ま
か
れ
た
玉
園
の
中
か
ら
「
目

八

郎

＠

蔵

＠

弥

兵

衛

⑲

吉

右

衛

門

＠
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城
下
町
の
進
展
に
伴
ひ
用
材
の
需
用
は
漸
次
増
大
し
、

し
、
山
方
の
管
理
組
織
の
整
備
、
造
林
奨
励
等
の
諸
政
策
が
と
ら
れ
る
様
に
な
っ
た
。
北
山
地
方
は
周
到
綿
密
な
延
宝
検
地
に
お
い
て

も
「
瞼
岨
之
場
広
故
」
と
の
理
由
に
よ
っ
て
山
林
検
地
を
行
な
わ
な
か
っ
た
。
し
か
し
文
禄
四
年
以
前
に
既
に
柚
役
が
賦
課
さ
れ
て
い

た
程
で
自
然
的
な
林
業
で
は
あ
っ
た
が
、
山
林
は
用
材
林
と
し
て
可
成
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

何
処
の
山
林
に
於
い
て
も
同
じ
で
あ
る
が
、
始
め
は
人
跡
未
踏
に
等
し
い
立
木
の
豊
富
な
原
始
林
の
残
存
し
て
い
た
深
山
に
向
つ
て

積
極
的
な
伐
採
を
行
っ
て
い
た
が
、
漸
次
天
然
資
源
を
消
費
し
て
行
く
に
し
た
が
つ
て
、
人
工
を
も
つ
て
之
が
補
充
の
必
要
を
感
じ
為

徳
川
期
に
入
り
政
権
の
安
定
、

（

二

） 拉
入
会
地
の
性
格
を
決
定
す
る
も
の
が
、

(

4

)

 

は
な
い
」
に
し
て
も
、
入
会
地
の
分
割
占
有
過
程
は
利
用
形
態
に
立
脚
し
て
の
結
果
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

け
る
入
会
山
林
の
利
用
形
態
が
平
等
利
用
へ
と
移
行
し
つ

4
あ
っ
た
と
い
へ
ど
も
、
少
な
く
と
も
北
山
郷
上
組
の
場
合
に
あ
っ
て
は
前

掲
の
済
口
証
文
の
内
容
或
は
玉
園
に
よ
る
不
正
な
、
し
か
も
不
平
等
な
入
会
山
林
の
切
半
は
、
入
会
地
用
益
に
お
け
る
封
建
的
特
質
の

具
体
的
な
あ
ら
わ
れ
で
は
な
か
ろ
う
か
。

註
い
②
上
北
山
村
小
櫓
区
有
文
書
（
筆
者
傍
点
）

固
右
二
同
ジ

囚
関
順
也
氏
論
文
「
近
世
に
お
け
る
入
会
林
野
の
性
格
」
山
口
経
済
学
雑
誌
第
四
巻
、
第
九
・
十
号

林
業
経
営
と
林
政

「
入
会
地
を
分
割
占
有
し
＇
て
い
く
過
程
に
あ
り
、
必
ず
し
も
入
会
地
内
で
の
利
用
形
態
で

た
」
。
と
い
う
不
満
の
言
葉
を
聞
く
事
が
出
来
る
。

近
世
に
お
け
る
大
和
北
山
郷
の
村
落
構
造
と
林
業
（
津
川
）

し
た
が
つ
て
山
林
の
財
産
的
価
値
は
昂
上

印
」
の
あ
る
玉
園
を
先
ず
本
郷
が
そ
れ
を
拾
っ
た
。
結
果
、
開
圃
の
後
に
は
東
之
川
に
は
不
利
な
、
悪
山
ば
か
り
が
引
分
け
ら
れ
て
い

九
六

一
般
に
幕
末
に
お
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け
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北
山
郷
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村
落
構
造
と
林
業
（
津
川
）

(

1

)

 

政
者
の
干
渉
、
或
は
保
護
奨
励
策
に
よ
り
養
殖
作
業
と
し
て
の
林
業
経
営
が
起
っ
た
。

北
山
地
方
で
は
初
代
北
山
代
官
小
野
宗
左
衛
門
支
配
の
慶
長
十
三
年
よ
り
寛
永
十
六
年
ま
で
の
三
十
余
年
間
に
初
め
て
干
渉
、
保
護

の
方
策
が
取
ら
れ
造
林
を
奨
励
し
、
山
方
管
理
が
行
わ
れ
た
様
で
あ
る
。
即
ち
一
方
に
お
い
て
は
、

一
小
野
宗
左
衛
門
様
御
代
官
之
節
北
山
御
材
木
御
奉
行
木
戸
亦
兵
衛
殿

一
新
宮
二
而
北
山
御
材
木
支
配

(

2

)

 

岩
手
九
左
衛
門
様
、
夏
目
弥
右
衛
門
様
、
小
浦
治
左
衛
門
様
、
由
比
甚
太
郎
様

と
見
ら
れ
る
通
り
北
山
材
木
奉
行
と
新
宮
御
材
木
御
蔵
詰
の
者
達
に
よ
っ
て
山
林
、

は、一
公
儀
之
用
之
外
檜
御
材
木
壱
本
も
出
し
申
ま
じ
き
由
度
々
申
渡
候
弥
か
た
＜
法
度
二
．
申
付
候
自
然
背
右
之
旨
出
候
者
候
ハ
、
後
日
ニ

聞
出
候
共
当
人
之
儀
は
不
及
申
柚
年
寄
組
頭
共
二
曲
事
二
可
申
付
候
但
雑
木
そ
へ
木
は
柚
飯
米
な
ど
の
儀
者
少
つ
4

出
し
可
申
事

一
毎
年
如
申
渡
侯
た
ゞ
今
迄
我
等
自
分
之
用
所
二
七
村
占
材
木
壱
本
も
買
不
申
候
条
下
代
共
二
も
か
た
＜
其
通
申
付
候
自
今
以
後
其
心

得
＿
＿
弥
可
仕
事

九
七

一
金
銀
米
銭
何
二
て
も
利
く
い
の
も
の
我
等
手
前
よ
り
ハ
不
及
申
か
し
不
申
侯

手
代
共
よ
り
も
少
成
共
か
り
申
間
敷
由
毎
年
申
渡
候
右
之
旨
を
そ
む
き
か
り
引
候
ハ
ヽ
曲
事
二
可
申
付
事

一
材
木
之
儀
ハ
不
及
申
其
外
何
ー
ー
て
も
手
代
共
並
下
々
の
者
と
売
買
仕
間
敷
由
右
力
堅
申
付
候
弥
其
通
ー
ー
可
仕
事

一
自
分
之
儀
ハ
不
及
申
手
代
共
並
下
二
至
迄
年
頭
八
朔
其
外
い
つ
ー
ー
て
も
礼
儀
少
も
仕
間
敷
由
毎
年
申
付
候
い
よ
ー
＼
其
通
ー
ー
可
仕
事

一
手
代
並
下
々
の
者
百
姓
中
へ
非
分
之
族
申
候
而
迷
惑
之
儀
候
ハ
ヽ
其
当
座
ー
ー
可
申
上
候
急
度
可
申
付
候
当
座
ー
一
隠
置
後
日
申
上
候
ハ

用
材
の
管
理
支
配
を
行
い
、

(

3

)

 

村
々
へ
の
布
達
に
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と
な
っ
て
い
る
。
か
く
て
享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
）
に
至
り
拝
借
銀
は
上
下
北
山
で
七
十
貫
三
十
目
に
定
め
ら
れ
、
十
年
を
一
期
と

一
銀
六
十
四
貫
目
余
同
三
卯
年

一
銀
六
十
八
貫
目

同
一
ー
ー
子
年

ヽ
証
拠
二
罷
成
間
敷
侯
事

の
条
文
を
も
つ
て
、
留
山
の
制
を
し
き
、
又
勝
手
な
取
引
や
貸
借
を
い
ま
し
め
、
代
官
の
公
権
を
以
て
私
用
の
用
材
を
提
供
さ
せ
る
等

の
事
は
行
わ
し
め
な
い
事
を
公
告
し
、
手
代
そ
の
他
の
封
建
権
力
に
吸
着
す
る
者
の
私
慾
の
為
の
非
行
を
注
意
せ
し
め
て
、
山
林
経
営

な
ら
び
に
日
常
生
活
に
ま
で
千
渉
を
加
え
た
。
し
か
し
徒
ら
に
千
渉
の
み
を
事
と
せ
ず
他
方
に
お
い
て
は
保
護
を
加
え
元
和
年
間
に
は

柚
役
扶
持
米
と
し
斧
数
一
丁
に
つ
き
米
一
石
宛
、

(

4

)

 

さ
れ
た
。

こ
の
扶
持
米
前
借
の
制
度
も
寛
文
四
年
に
至
っ
て
、
米
を
銀
に
か
え
拝
借
銀
の
制
に
か
わ
っ
た
が
、
未
だ
毎
年
一
定
額
を
貸
与
さ
れ

る
様
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
即
ち
「
迷
惑
の
由
申
二
付
見
合
少
々
宛
銀
子
を
か
し
申
候
御
材
木
直
段
之
義
は
所
之
材
木
売
買
直
段
を

考
近
年
ハ
石
二
付
三
十
替
仕
御
材
木
二
而
取
立
御
勘
定
仕
上
ケ
申
侯
年
々
銀
子
何
程
宛
借
ツ
申
と
の
定
リ
ハ
無
御
座
候
自
然
公
儀
御
用

之
御
材
木
被
仰
付
候
時
分
ハ
在
々
へ
割
符
仕
銀
子
お
か
し
い
た
し
左
様
二
も
無
御
座
候
ハ
ヽ
年
二
寄
リ
五
貫
十
貫
目
或
ハ
ニ
十
貫
目
も

(

5

)

 

か
し
申
御
材
木
さ
せ
申
候
」
、
と
い
う
様
な
事
情
で
万
治
二
年
（
一
六
五
八
）
よ
り
寛
文
三
年
ま
で
の
五
年
間
の
貸
下
銀
高
を
見
る
と
、

一
銀
五
十
貫
目
余

一
銀
四
十
七
貫
目

一
銀
四
十
九
貫
目

万
治
二
亥
年

寛
文
元
丑
年

同
二
寅
年

等
々

毎
年
冬
春
の
夫
食
と
し
て
九
月
末
頃
に
下
市
、
．
西
河
池
原
村
御
蔵
に
お
い
て
前
貸

近
主
に
お
け
る
大
和
北
山
郷
の
村
落
構
造
と
林
業
（
津
川
）

九
八

. --一·-·--·---一・・—-- --• 一•
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北
山
上
組
柚
役
扶
持
米

(

7

)

 

付
樅
栂
之
御
材
木
を
以
て
御
上
納
仕
度
」
と
願
出
で
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
程
で
こ
の
願
は
延
宝
八
年
に
入
れ
ら
れ
、

納
木
材
に
黒
木
を
混
入
す
る
事
が
許
さ
れ
た
。

先
に
も
見
た
通
り
享
保
年
代
前
後
の
山
村
経
済
の
変
化
に
よ
る
山
林
売
却
件
数
の
増
加
と
共
に
、
そ
の
一
面
で
は
留
山
の
禁
を
お
か

し
て
盗
木
を
行
う
も
の
が
あ
り
、

これについては村落自治体内部で防止法を考え村中寄合って規約を結ぶに至った。そ

備 西

” 
計

考 原

此
斧

表 百 十

＾ .,、 九 数芭
上
北 景

借

山
六

とc＝ っ
を ＾ I 九

さ
銀g
代

五 ．六";' 
~ 

頁
c5 

＾ よ

突^  ~ 突 米芭
り

天
本 借

乎‘ ";' 三 三=- 写

6 8 
． ． 

ヨ
琶 邑 琶 芸 借 銀

c::, Cこ）

庄
名

c::, みCつ
． ． 
~ es 

． ． 屋 目

琶・ 琶 芭C) 芭⇔ 借 別

写 昌~ 
6 呂

． ． ． 
閂 琶 苔 苔 啓 料

第
一
表

し
、
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）

九
九

本
も
出
し
申
ま
じ
く
」
由
が
達
せ
ら
れ
、
し
か
も
他
方
で
は

造
林
を
奨
励
し
て
も
短
時
日
で
も
の
の
用
に
立
つ
程
の
材

に
は
「
桧
御
材
木
伐
尽
侯
ー
ー

こ
の
時
か
ら
上

を
望
む
べ
も
な
い
。
故
に
延
宝
年
間
に
至
っ
て
桧
材
は
払
底

し
か
し
留
山
の
制
を
施
行
し
、

成
候
」
と
し
る
さ
れ
て
い
る
。

各
村
々
の
拝
借
銀
受
額
は
第
一
表
の
如
く
で
あ
っ
た
。

探
留
山
の
制
で
あ
る
が
、
之
は
継
続
し
て
行
わ
れ
た
も
の

(

6

)

 

で
慶
安
五
年
の
御
公
儀
御
仕
置
法
度
之
事
の
四
ケ
条
か
ら
な

る
一
っ
に
一
松
檜
杉
上
材
木
一
本
二
て
も
仕
間
敷
候
事

但
し
松
者
ふ
し
木
二
て
も
仕
間
敷
候
事

と
あ
り
、
寛
文
四
年
に
も
「
留
山
二
被
仰
付
上
木
之
分
不
罷

「
公
儀
之
外
桧
御
材
木
壱

し
て
満
期
毎
に
継
続
請
願
を
行
う
様
に
な
っ
た
。
尚
上
北
山
，
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の
一
例
を
冗
長
に
亘
る
が
川
合
村
の
場
合
に
つ
い
て
享
保
七
年
正
月
に
取
極
め
ら
れ
た
も
の
に
依
る
と
、

(

8

)

 

覚

一
村
中
大
切
二
屋
ら
い
置
候
留
山
並
惣
面
之
屋
ら
い
置
候
杉
立
木
人
之
透
を
見
請
夜
共
昼
共
不
申
盗
伐
申
二
位
村
中
共
難
儀
仕
と
ら
ゑ

申
御
公
儀
様
へ
御
断
可
申
上
と
覚
悟
仕
候
殊
二
以
隣
村
杯
之
山
へ
立
越
右
之
木
盗
伐
相
知
れ
候
而
ハ
如
何
様
之
義
出
来
仕
候
も
難
斗

候
二
付
村
中
相
談
之
上
自
分
持
山
無
之
者
ハ
不
及
申
面
々
持
山
二
而
も
新
木
伊
丹
仕
間
敷
候
然
共
是
悲
新
木
伊
丹
不
仕
候
而
ハ
成
不

申
義
御
座
候
ハ
ヽ
面
々
持
山
二
而
も
字
何
山
占
今
日
何
程
仕
候
と
毎
日
庄
屋
年
寄
方
へ
断
相
立
可
申
筈
二
相
極
申
候

一
自
分
持
山
無
御
座
も
の
共
ハ
新
木
伊
丹
壱
枚
二
而
も
仕
候
事
堅
成
不
申
候
万
一
山
買
請
新
木
伊
丹
仕
候
ハ
ヽ
是
又
山
の
字
並
山
主
之

名
書
付
庄
屋
可
相
断
候

一
上
市
尾
鶯
5
参
候
荷
持
商
人
其
外
伊
丹
買
候
も
の
共
之
宿
々
占
急
度
吟
味
仕
自
分
持
山
無
御
座
も
の
共
之
新
木
伊
丹
壱
枚
に
て
も
買

申
事
堅
成
り
不
申
侯
由
わ
け
て
申
渡
し
可
被
申
候
新
木
伊
丹
買
申
候
ハ
＇
自
分
持
山
無
之
者
ハ
不
及
申
面
々
持
山
御
座
候
者
共
ま
で

何
程
誰
人
力
買
申
侯
と
委
細
書
付
致
さ
せ
宿
々
へ
取
置
可
被
申
候

一
商
人
と
内
証
い
た
し
隠
売
隠
買
仕
候
も
の
御
座
侯
ハ
、
買
申
商
人
吟
味
仕
其
在
所
之
庄
屋
へ
引
立
当
村
領
内
へ
立
入
せ
申
間
敷
筈
村

之
者
共
左
様
を
お
し
て
か
さ
つ
仕
侯
者
有
之
候
ハ
、
親
類
縁
者
友
達
二
至
迄
撰
出
し
一
言
之
申
合
不
仕
其
上
庄
屋
年
寄
之
内
占
御
公

儀
様
へ
言
上
可
被
成
候
其
儘
拾
置
候
而
ハ
以
後
村
相
続
不
仕
候
故
堅
相
極
申
候

右
の
様
に
と
り
き
め
惣
村
中
一
人
も
残
ら
ず
連
判
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
盗
木
が
如
何
に
村
民
の
関
心
事
で
あ
っ
た
か
が
判

明
す
る
で
あ
ろ
う
。
又
早
く
よ
り
木
材
が
商
品
化
し
て
い
た
為
に
、
換
金
し
う
る
用
材
の
生
産
に
懸
命
に
な
る
為
か
往
々
に
し
て
他
人

所
有
の
山
林
を
ま
で
侵
害
す
る
事
態
を
ひ
き
お
こ
し
、
は
て
は
意
識
的
に
盗
木
の
挙
に
出
ず
る
に
至
っ
た
事
は
宜
な
る
も
の
が
あ
る
。

近
世
に
お
け
る
大
和
北
山
郷
の
村
落
構
造
と
林
業
（
津
川
）

1
0
0
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近
世
に
お
け
る
大
和
北
山
郷
の
村
落
構
造
と
林
業
（
津
川
）

1
0
 

組

惣

代

卯

兵

衛

R

十
一
月
十
八
日

同

安

右

衛

門

R

本

人

安

之

韮

R

一
金
三
歩

但
し
当
月
中
二
村
方
へ
差
出
し
可
申
筈

前
項
に
於
い
て
ふ
れ
た
通
り
、
若
し
他
人
の
山
、
或
は
村
持
の
留
山
を
侵
か
し
た
事
実
が
露
見
し
た
場
合
に
は
相
当
の
過
料
を
出
さ

し
め
た
も
の
で

一
此
度
我
等
心
得
違
二
而
宮
平
向
留
山
を
伐
荒
し
依
之
呼
出
し
二
預
リ
段
々
御
利
戒
被
仰
聞
候
処
一
言
之
申
訳
も
無
之
依
々
人
を
頼
色

々
歎
願
申
上
侯
処
村
方
之
御
了
簡
を
以
少
々
宛
之
過
料
銀
被
仰
付
添
承
知
仕
候
依
之
何
様
之
義
一
切
仕
間
敷
候
若
し
此
上
右
鉢
之
不

一
人
前
過
怠
金

一
山
之
義
者
是
迄
通
堅
く
留
山

一
伐
込
椎
茸
木
者
村
方
江
取
上
ケ
ニ
相
成
右
之
通
被
申
渡
一
々
承
知
仕
候
為
其
承
知
書
附
依
而
如
件

（
年
代
不
詳
）

但
し
諸
木
不
残

村

役

人

中

(

9

)

 

右
の
文
書
に
見
ら
れ
る
通
り
、
木
材
は
取
上
げ
ら
れ
、
金
三
歩
の
過
料
を
取
ら
れ
て
い
る
。
金
三
歩
が
ど
れ
程
の
負
担
で
あ
っ
た
か
、

年
代
不
詳
の
為
、
明
か
に
な
し
え
な
い
が
相
当
の
負
担
で
あ
っ
た
様
●
あ
る
。

又
木
材
商
人
或
は
他
郷
の
者
に
売
却
さ
れ
た
山
林
、
借
地
林
業
地
等
に
山
林
経
営
上
屡
々
山
守
が
つ
け
ら
れ
た
例
が
見
ら
れ
る
が
、

北
上
郷
上
組
で
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
山
守
賃
と
し
て
幾
何
程
を
支
払
い
、
山
守
を
つ
け
て
い
る
山
林
の
山
手
銀
、
小
物
成
は
ど
の
様
に

埒
仕
候
ハ
ヽ
如
何
鉢
之
科
被
仰
付
候
而
も
不
苦
侯
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し
て
負
担
さ
れ
た
か
、
そ
の
他
諸
々
の
規
約
、
慣
行
等
を
明
ら
か
に
す
る
史
料
は
管
見
に
よ
れ
ぽ
、
一
通
を
も
見
出
す
事
が
出
来
な
か

(

1

0

)

 

っ
た
。
唯
文
化
七
年
、
栃
本
村
、
御
用
留
に
次
の
様
な
文
書
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
返
書
は
見
当
ら
な
い
。
即
ち
、

吉
野
一
郡
山
林
他
郷
他
村
よ
り
所
持
い
た
し
居
候
分
、
山
守
付
置
候
分
ハ
山
守
ち
ん
と
し
て
歩
一
銀
山
守
江
相
渡
山
守
5
村
方
へ
世

藍
＿
相
成
二
付
何
厘
通
差
出
、
村
方
二
而
者
請
取
何
々
恵
与
申
儀
又
ハ
山
守
付
置
之
分
ハ
歩
一
銀
村
方
へ
差
出
候
義
哉
無
謂
者
不
差
出

侯
事
哉
、
其
外
山
年
貢
山
手
銀
小
物
成
銀
ハ
村
方
力
相
勤
他
之
持
主
へ
不
相
掛
ケ
侯
間
歩
一
銀
之
内
何
厩
ハ
村
方
へ
請
取
と
申
仕
来
候

哉
、
其
余
取
立
候
二
付
人
夫
賃
取
候
哉
、
荒
地
方
役
免
除
之
場
所
へ
植
付
候
分
ハ
山
林
二
候
へ
共
、
内
荒
場
所
二
植
付
候
分
ハ
高
免
を

請
相
勤
候
而
も
山
林
同
事
之
取
斗
候
哉
、
又
ハ
其
分
ハ
品
盛
替
リ
候
哉
、
越
山
ハ
如
何
と
申
儀
巨
細
ニ
ー
村
限
相
紀
組
帳
惣
代
一
紙
二

而
組
内
村
々
相
紀
侯
処
何
村
ハ
如
何
様
と
申
儀
村
議
あ
ら
ハ
し
て
惣
代
一
判
二
て
其
迄
之
内
差
出
し
可
申
候

右
之
趣
惣
代
共
其
方
力
可
申
達
も
の
也

五
条
御
役
所

尚
諸
掛
り
に
つ
い
て
は
右
の
解
答
に
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
ぬ
が
、

一
当
郷
中
村
々
山
方
材
木
商
人
中
仕
出
し
侯
諸
材
木
紀
州
新
宮
湊
江
差
下
し
問
屋
方
二
而
売
払
候
節
売
代
銀
高
之
内
銀
百
目
二
付
銀
三

歩
宛
引
去
リ
新
宮
問
屋
方
江
預
ケ
置
一
ヶ
月
限
リ
当
郷
中
上
組
下
組
材
木
方
年
行
司
惣
代
方
江
取
集
置
材
木
商
人
中
為
永
続
年
二
積

金
二
可
致
事
、

但
ツ
諸
材
木
新
宮
よ
り
諸
郷
江
相
送
リ
共

一
当
郷
中
二
而
他
国
他
郷
之
材
木
商
人
江
諸
木
売
払
侯
節
立
木
代
並
出
来
材
木
売
払
候
節
売
代
銀
高
百
目
二
付
銀
五
歩
宛
買
主
£
出
銀

右
の
文
書
中
「
越
山
」
に
つ
い
て
は
前
記
の
通
り
越
山
料
を
支
払
つ
て
い
る
。

御
判

六
月
七
日

1
0
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為
致
年
行
司
方
へ
取
集
可
申
事
尤
其
村
之
役
人
力
見
改
諸
事
手
抜
無
之
様
可
致
事
、

(

1

1

)

 

の
極
書
が
元
治
二
年
の
文
書
中
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
様
に
歩
銀
を
と
り
お
い
て
諸
掛
費
に
あ
て
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

註

①

烏

現

正

雄

氏

日

本

林

業

史

②
③
上
北
山
村
小
橡
区
有
文
書

④
上
北
山
村
諦

固
小
橡
区
有
文
書

⑥

右

同

⑦
和
州
吉
野
郡
北
山
上
組
百
人
御
柚
役
由
緒
並
来
歴
覚

⑥
上
北
山
村
役
湯
所
蔵
文
書
享
保
七
年

⑨
小
橡
区
有
文
書

暉
小
橡
区
有
文
書

皿
西
原
区
有
文
書

（三）

近
世
に
お
け
る
大
和
北
山
郷
の
村
落
構
造
と
林
業
（
津
Jll)

林
業
生
産
の
方
法

幕
府
の
林
政
の
徹
底
即
ち
、

た
事
に
よ
り
、

令
達
の
再
三
に
わ
た
る
繰
返
し
、

或
は
刑
罰
方
法
の
設
定
、

こ
れ
に
呼
応
し
て
民
間
に
於
い
て
．
も
村
落
内
部
の
自
治
体
制
に
よ
っ
て
、
当
事
者
の
多
年
の
経
験
と
熱
心
な
努
力
が
造

林
、
林
業
経
営
に
段
々
と
精
緻
の
度
を
加
え
て
行
っ
た
。

造
林
に
つ
い
て
も
、
或
は
林
政
機
関
の
指
導
に
よ
り
、
或
は
民
間
の
自
発
的
な
も
の
に
よ
っ
て
、
種
子
の
選
択
、
苗
木
の
養
成
、
移

(

1

)

 

植
の
方
法
等
々
に
亘
つ
て
種
々
の
努
力
が
は
ら
わ
れ
た
。

1
0
三

或
は
他
面
に
お
い
て
保
護
褒
賞
を
行
っ
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一
穂
招
い
た
し
候
而
一
両
日
根
之
方
を
水
二
而
付
置
候
而
差
候
事

近
世
に
お
け
る
大
和
北
山
郷
の
村
落
構
造
と
林
業
（
津
Jll)

(

2

)

 

広
益
国
産
考
に
は
「
百
五
六
十
年
往
ど
以
前
、
吉
野
郡
へ
薩
州
屋
久
の
島
よ
り
杉
の
実
を
取
来
り
て
、
蒔
つ
け
」
苗
木
の
養
成
を
行
っ

て
い
た
事
が
し
る
さ
れ
て
い
る
が
、
吉
野
郡
の
何
処
で
あ
っ
た
か
詳
ら
か
で
な
い
。

(

3

)

 

北
山
で
は
古
来
、
杉
桧
の
苗
木
の
養
成
・
に
は
種
子
よ
り
行
っ
た
も
の
で
、
明
和
二
年
栃
本
村
庄
屋
御
用
留
に
は
次
の
様
に
記
さ
れ
て

一
時
節
は
正
月
初
力
ニ
三
月
頃
迄
之
間
宜
侯
事
、

一
差
様
穂
栴
は
杉
之
枝
之
勢
ひ
宜
を
凡
長
サ
ニ
尺
程
二
伐
先
之
方
二
枝
二
本
程
残
し
本
方
ハ
枝
を
切
捨
本
方
持
候
所
五
六
寸
程
そ
き
切

一
右
穂
差
様
之
事
大
概
差
候
杉
枝
之
大
サ
程
成
す
あ
ひ
を
先
細
—
ー
削
り
夫
＿
＿
而
差
候
地
を
深
サ
七
八
寸
一
尺
程
も
差
通
ツ
抜
キ
其
穴
江

杉
之
穂
を
差
根
之
所
を
手
一
＿
而
能
押
付
置
候

但
し
彼
岸
過
力
三
月
頃
杉
之
皮
む
け
候
節
差
候
は
穂
の
え
そ
き
切
二
い
た
し
先
へ
皮
を
一
寸
程
付
け
そ
き
目
之
方
へ
折
返
し
差
申
候

一
右
す
あ
ひ
之
差
方
少
々
横
二
寝
せ
侯
様
二
差
込
侯
へ
ば
杉
之
穂
二
少
し
曲
り
有
之
も
の
故
差
候
穂
先
真
直
成
候

一
土
地
は
湿
地
よ
ろ
し

一
差
枝
ハ
凡
壱
坪
二
五
之
目
二
五
本
程
差
候
而
宜
候
右
は
去
申
四
月
御
書
付
を
以
被
仰
出
候
趣
承
知
奉
畏
候
然
ル
処
当
郡
之
儀
者
往
古

ん
杉
桧
之
実
を
取
実
蒔
仕
苗
ヲ
立
三
四
年
め
程
占
右
苗
を
山
地
へ
植
付
申
候
尤
差
木
之
儀
も
心
掛
け
仕
見
候
得
共
全
体
土
地
不
相
応
故

生
立
候
而
も
枝
多
く
節
木
＿
＿
相
成
木
筋
不
宜
候
ー
ー
付
苗
木
植
付
候
方
第
一
と
仕
候

一
い
た
し
差
候

差
杉
差
桧
仕
様

い
る
。

1
0
四
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「
杉
は
平
面
の
地
の
打
ひ
ら
き
た
る
所
は
宜
し
か
ら
ず
。
又
砂
地
石
多
き
地
、
乾
き
地
の
芝
山
な
ど
も
、
又
宜
し
か
ら
ず
。
深
山
の
谷

河
深
く
流
れ
な
だ
れ
の
地
の
、
日
中
二
時
か
三
時
が
間
日
あ
た
り
よ
く
、
其
余
は
日
陰
に
て
雑
木
あ
り
て
、
土
は
始
終
し
め
や
か
に
し

て
、
谷
底
に
は
水
草
ひ
あ
ふ
ぎ
の
葉
に
似
た
る
草
多
く
生
立
、
し
ん
し
ん
と
し
た
る
所
宜
し
。

吉
野
郡
天
の
川
な
ど
と
云
ふ
所
は
、
皆
か
く
の
ご
と
く
の
地
に
て
、
杉
の
盛
木
至
っ
て
見
事
な
り
。
杉
は
暖
国
よ
り
寒
国
の
方
宜
し
。

暖
国
に
て
も
山
ふ
か
き
陰
地
の
北
を
う
け
て
、
湿
ふ
か
き
地
に
は
随
分
よ
く
生
立
も
の
也
。
朝
霧
ふ
か
く
立
覆
ふ
地
な
ら
ば
、
か
な
ら

ず
生
育
よ
ろ
し
。
」

事
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

と
あ
り
、
将
に
北
山
地
方
の
為
に
用
意
さ
れ
た
文
の
感
が
あ
る
。
昔
日
の
天
の
川
が
そ
う
で
あ
っ
た
様
に
北
山
地
方
の
昔
を
推
察
す
る

(

5

)

 

「
地
錦
抄
」
が
三
之
画
に
よ
っ
て
し
る
さ
れ
た
の
は
元
禄
・
宝
永
の
比
の
事
と
さ
れ
て
い
る
為
右
の
事
情
も

そ
の
頃
の
も
の
と
見
て
差
支
え
な
か
ろ
う
。

次
に
材
木
の
伐
採
、
木
挽
等
に
つ
い
て
は
、
北
山
地
方
に
そ
の
時
期
、
方
法
等
に
関
し
て
見
る
べ
き
史
料
は
殆
ど
な
い
°
従
っ
て
再

(

6

)

 

び
広
益
国
産
考
を
引
用
し
、
伐
木
適
期
を
う
か
ゞ
う
と
、

現
を
か
り
れ
ば
、

先
達
而
差
木
仕
候
得
者
根
付
候
哉
否
之
儀
御
届
可
申
上
候
段
御
請
書
奉
差
上
置
候
得
共
何
分
是
迄
心
味
候
処
右
之
様
二
御
座
候
二
付
乍

恐
以
書
付
御
断
奉
申
上
候
以
上

と
あ
り
、
試
み
に
杉
百
本
、
桧
五
十
本
の
挿
木
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
結
果
は
不
明
で
あ
る
。

植
え
ら
れ
る
と
北
山
の
地
味
、
気
候
が
そ
の
育
成
に
好
適
で
あ
っ
た
為
か
、

1
0
五

苗
木
の
移
植
は
先
づ
伐
木
跡
を
焼
畑
に
し
て
地
ご
し
ら
へ
を
行
い
、
後
三
四
年
生
の
苗
木
を
移
植
し
た
も
の
4
様
で
あ
る
。
杉
苗
は

(

4

)

＇ 

よ
く
成
長
し
た
様
で
、
地
錦
抄
、
草
木
植
作
様
之
巻
の
表



゜

638 

「
吉
野
郡
に
て
は
春
彼
岸
よ
り
十
日
立
て
、
十
日
が
間
を
至
極
の
伐
時
と
す
。
夫
よ
り
十
日
仕
ど
は
中
と
す
。
又
六
月
土
用
中
ほ
ど
よ

り
八
月
彼
岸
ま
で
は
、
伐
事
あ
り
」
と
し
る
さ
れ
て
い
る
。

按
こ
の
様
な
時
期
に
木
樵
、
柚
入
り
が
な
さ
れ
た
が
そ
の
労
務
に
従
事
す
る
者
は
限
ら
れ
て
お
り
、

一
他
所
力
柚
入
之
儀
御
法
度
二
付
而
堅
相
守
申
候
向
後
弥
吟
味
仕
他
柚
入
申
間
敷
候

一
北
山
組
之
内
二
而
柚
入
を
も
不
仕
侯
者
ハ
同
じ
組
二
而
御
座
候
ヘ
ハ
木
壱
本
二
付
何
程
、

(

7

)

 

申
他
領
之
者
ニ
ハ
売
候
儀
ハ
一
円
無
御
座
侯

よ
き
一
丁
二
付
何
程
と
直
段
を
定
き
ら
せ

と
在
村
の
者
に
優
先
排
他
的
に
木
樵
、
木
挽
、
柚
等
の
仕
事
に
つ
か
せ
る
事
を
規
定
し
て
い
る
。

こ
の
事
は
、
右
の
様
な
仕
事
が
多
年
の
経
験
に
よ
る
熟
練
を
必
要
と
し
、
又
村
内
の
社
会
的
、
自
然
的
諸
事
情
を
或
る
程
度
し
る
事

が
必
要
で
あ
っ
た
為
と
、
村
落
、
社
会
の
治
安
維
持
上
、
住
居
の
移
転
、
他
国
者
の
入
村
等
に
つ
い
て
制
限
が
加
へ
ら
れ
て
い
た
時
代

相
の
影
響
が
大
な
る
要
因
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
、
木
樵
、
木
挽
等
の
造
材
、
製
板
の
労
佑
提
供
者
は
専
門
化
す
る
の
傾
向
を
有
し
、
或
る
者
は
独
立
自
営
の
職
人
で
あ
っ

て
多
少
の
山
林
を
所
有
し
、
或
は
山
林
の
所
有
も
な
く
小
前
百
姓
と
し
て
本
家
筋
に
あ
た
る
役
家
に
隷
属
し
或
は
又
雇
傭
者
、
被
雇
傭

者
の
関
係
に
お
い
て
木
材
商
人
の
借
地
林
業
地
の
労
佑
者
と
し
て
山
林
労
佑
を
提
供
し
、
山
林
物
産
の
生
産
に
当
っ
た
。

こ
れ
ら
山
林
生
産
に
よ
る
利
益
は
「
吉
野
郡
へ
未
だ
杉
材
な
き
時
は
、
右
の
金
湧
き
出
る
所
な
き
に
、
現
在
夫
だ
け
は
、
昔
よ
り
余

分
に
金
銭
を
産
出
せ
り
、
又
此
材
木
に
つ
き
金
を
儲
く
る
も
の
は
ま
づ
地
主
、
木
伐
、
木
挽
、
山
出
し
、
筏
師
、
中
買
、
材
木
屋
等
の

(

8

)

 

口
腹
を
養
ふ
事
移
し
。
」
い
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
然
し
て
幕
府
御
用
の
木
材
は
造
材
さ
れ
た
の
み
で
殆
ど
製
板
さ
れ
な
か
っ
た

様
で
あ
る
。 近

世
に
お
け
る
大
和
北
山
郷
の
村
落
構
造
と
林
業
（
津
Jlf)

1
0
六

// 
、＇＿＿＿→ ・-------.. --•--- -- - ---
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製
板
業
も
商
業
資
本
に
支
配
さ
れ
た
る
問
屋
前
貸
制
的
家
内
仕
事
で
あ
っ
た
か
、

か
、
個
々
人
が
自
己
の
計
算
に
於
て
出
仕
事
的
に
製
板
を
行
っ
た
も
の
か
明
ら
か
に
す
る
事
が
出
来
な
い
。

製
板
数
量
も
安
政
四
年
の
産
物
書
上
帳
に
よ
れ
ば
、
舟
板
、
小
瀬
、
栃
本
村
で
夫
々
四
十
枚
、
川
合
村
が
八
十
枚
、
白
川
村
で
は
百
八

按
造
材
さ
れ
た
木
材
は
運
搬
さ
れ
て
紀
州
の
方
に
集
め
ら
れ
た
が
、

た
。
山
出
し
賃
は
御
用
材
木
で
、

所
謂
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
形
態
で
あ
っ
た

そ
の
運
搬
方
法
と
し
て
山
出
し
、

「
御
材
木
運
賃
銀
先
規
よ
り
一
肩
七
分
五
厘
に
て
御
座
侯
へ
共
右
卯
年
（
貞
享
四
年
）
北
山
御
材
木
御
破
損
方
へ
御
引
合
御
吟
味
之
節

(

9

)

 

七
分
に
罷
成
候
」
と
あ
り
恐
ら
く
こ
の
相
場
に
準
じ
た
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
流
木
で
あ
る
が
、
そ
の
時
期
は
冬
分
で
田
地
灌
漑
用
水
不
用
の
時
が
主
と
し
て
河
川
利
用
に
当
て
ら
れ
た
。
公
儀
御
用
材
と
し

て
北
山
郷
よ
り
出
さ
れ
る
木
材
の
筏
役
は
原
則
と
し
て
十
津
川
口
を
境
と
し
て
上
は
北
山
下
組
池
原
よ
り
、
下
は
十
津
川
郷
よ
り
こ
の

(

1

0

)

 

役
人
足
が
出
さ
れ
る
事
に
な
っ
て
い
た
。
時
に
よ
っ
て
は
在
所
の
者
が
乗
り
下
す
場
合
も
あ
っ
た
が
例
外
的
な
事
で
、
そ
の
場
合
も
北

山
か
ら
新
宮
ま
で
一
下
し
に
下
し
え
た
も
の
で
は
な
く
、
河
川
の
用
益
権
が
川
筋
村
々
に
よ
っ
て
相
違
し
て
い
た
も
の
か
乗
継
場
が
あ

っ
た
様
で
あ
る
。

(

1

1

)

 

扱
十
津
川
よ
り
出
役
し
た
筏
役
に
つ
い
て
十
津
川
上
組
惣
代
に
よ
っ
て
書
上
げ
ら
れ
た
党
書
に
よ
る
と
、

「
十
津
川
力
御
役
人
足
一
万
五
千
七
百
五
十
人
出
申
侯
是
ハ
十
津
川
御
役
人
足
四
十
五
人
此
外
五
人
都
合
五
十
人
之
者
二
月
二
日
か
極

「
マ
マ
」

出
し
御
材
木
筏
大
久
保
石
見
殿
御
仕
置
力
人

月
十
三
日
迄
毎
人
相
詰
候
積
二
御
座
侯
隔
別
御
用
無
御
座
侯
二
付
而
数
年
北
山
力
新
宮
へ

足
二
被
仰
付
乗
申
候
。
筏
百
四
十
艘
之
積
二
而
筏
数
多
少
ハ
御
座
候
へ
共
筏
米
百
二
十
石
七
斗
五
升
分
乗
申
侯
御
扶
持
方
ハ
一
日
五
合

十
枚
程
度
で
大
し
た
数
量
で
な
か
っ
た
。

1
0
七

筏
に
よ
る
運
搬
が
な
さ
れ
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宛
七
拾
八
石
七
斗
五
升
被
下
其
年
吉
野
郡
三
分
二
之
御
直
段
を
以
銀
に
て
請
取
申
候
則
諸
五
ケ
年
之
御
直
段
別
紙
書
付
上
ケ
申
候
。
十

津
川
ガ
西
え
罷
出
筏
乗
リ
申
侯
得
ハ
勝
手
悪
敷
御
座
候
二
付
先
年
力
北
山
池
原
村
九
郎
右
衛
門
と
賃
米
相
対
仕
銀
を
渡
し
所
之
者
乗
ら

七
十
八
石
七
斗
五
升

そ
し
て
右
の
様
な
十
津
川
御
役
筏
の
外
に
在
所
の
者
が
乗
下
し
た
場
合
の
筏
賃
米
は
、

G
1
2
)
 

り
を
以
指
引
仕
請
取
」
っ
た
も
の
で
、
十
津
川
筏
役
の
定
直
段
に
よ
る
賃
銀
と
の
差
額
の
な
に
が
し
か
は
十
津
川
組
の
手
に
は
い
っ
た

様
で
あ
る
。

又
在
所
の
者
が
乗
下
す
場
合
、

は
、
支
配
が
異
な
っ
て
い
た
為
に
乗
継
賃
の
高
低
を
続
つ
て
問
題
を
起
し
た
。

そ
の
一
例
と
し
て
紀
州
東
牟
婁
郡
大
沼
村
領
の
乗
継
場
で
幕
末
に
お
こ
っ
た
紛
争
を
見
る
と
、

が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

乗
継
場
の
乗
継
賃
に
つ
い
て
は
、

一
卯
ノ
年
同

同

一
寅
ノ
年
同

同

一
丑
ノ
年
同

同

一
子
ノ
年
同

同

六
十
四
匁

四
十
四
匁

同
一
川
筋
で
あ
っ
て
も
大
和
、
紀
伊
両
国
に
わ
た
る
北
山
川
で

五
十
一
匁

七
十
五
匁

一
亥
ノ
年

石
二
付
五
十
六
匁

党

銘
々
之
様
子
御
尋
二
付
而
申
上
候
。
」
と
あ
っ
て
、
五
ケ
年
間
の
直
段
と
し
て

せ
申
候
。

近
世
に
お
け
る
大
和
北
山
郷
の
村
落
構
造
と
林
業
（
津

nr)

「
お
か
し
銀
之
内
二
而
石
二
付
三
十
目
替
之
積

1
0
八
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「
紀
州
大
沼
村
二
而
筏
乗
次
場
之
処
近
年
同
所
中
乗
リ
賃
銀
先
規
£
定
例
之
外
増
金
と
唱
大
二
高
賃
銀
取
之
郷
中
一
同
迷
惑
及
候
」
状

態
に
な
り
北
山
郷
で
は
五
条
役
所
へ
訴
上
し
、
役
所
の
添
翰
を
え
て
双
方
和
解
な
っ
た
が
、
そ
の
結
果
は
、

取
急
キ
候
共
木
主
銘
々
大
沼
村
江
立
越
郷
中
一
同
取
極
有
之
候
賃
銀
之
外
増
金
等
ハ
決
而
致
間
敷
筈
若
又
内
証
二
而
自
儘
増
金
等
出
銀

(
1
3
)
 

致
候
も
の
有
之
候
節
ハ
郷
中
5
取
押
へ
材
木
仕
出
し
方
出
来
不
申
様
取
斗
可
申
、
」
と
北
山
郷
中
で
自
儘
に
増
金
を
な
し
人
よ
り
早
く

運
搬
さ
れ
る
様
に
な
ど
と
約
定
を
破
る
様
な
振
舞
を
も
い
ま
し
め
て
い
る
。

採
上
納
木
材
或
は
木
材
商
人
に
売
渡
さ
れ
た
用
材
は
規
格
が
定
ま
つ
て
い
て
、

上
納
」
さ
れ
て
来
た
。

宝
暦
以
前
は

1
0
九

後
に
は
こ
れ
が
平
物
が
加
え
ら
れ
た
も
の
か
九
十
五
品
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
ま
で
は
す
べ
て
角
材
で
上
納
さ
れ
た
様
で
、
九
十
五
品
の

内
訳
は
樅
角
二
十
五
品
、
栂
角
三
十
品
、
桧
角
二
十
品
、
樅
平
物
二
十
品
で
杉
に
つ
い
て
は
別
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
上
納

材
は
毎
年
相
変
る
事
な
く
同
様
に
納
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
或
時
は
臨
時
の
用
材
を
申
付
け
ら
れ
、
或
は
幕
府
方
の
要
求
す
る
木

品
に
よ
り
、
将
又
山
林
の
伐
木
に
よ
る
或
る
種
の
木
品
の
減
少
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
前
年
同
様
に
上
納
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
宝
暦
九
年

の
書
付
で
は
、

「
是
迄
上
納
仕
来
候
御
材
木
樅
多
栂
少
候
間
自
今
栂
勝
二
上
納
仕
候
様
。
」
に
と
の
要
請
が
あ
り
「
向
後
六
寸
角
斗
上

納
」
す
る
様
に
と
の
申
し
渡
が
あ
っ
た
。

(

U

)

 

或
は
天
保
十
五
年
に
は
、

一
桧
角
六
歩
通
長
三
間
半
力
ニ
間
迄
角
一
尺
力
七
寸
迄
外
五
寸
六
寸
除
之

一
栂
一
歩
通
長
右
同
断
角
一
尺
―

-
l寸
ヵ
七
寸
迄
外
右
同
断

右
栂
木
之
儀
者
無
数
二
付
一
歩
通
二
而
御
聞
済
奉
願
上
候

近
世
に
お
け
る
大
和
北
山
郷
の
村
落
構
造
と
林
業
（
津
JII)

「
御
定
之
七
十
五
品
を
以
年
来
是
迄

「
以
後
材
木
筏
川
下
ケ
方
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落
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一
樅
三
歩
通
長
右
同
断
一
尺
二
寸
力
九
寸
迄
外
五
寸
六
寸
八
寸
除
之

右
の
様
に
上
納
す
る
事
を
申
出
、
結
果
栂
を
三
歩
通
り
に
増
加
し
て
上
納
し
て
い
る
。
尚
上
納
材
に
対
し
て
は
寛
永
十
六
年
以
来
北
山

材
木
奉
行
所
よ
り
「
御
柚
極
印
」
が
下
附
さ
れ
、
用
材
の
一
本
々
々
に
他
山
の
諸
木
と
ま
ぎ
れ
あ
っ
て
も
区
別
の
つ
く
様
に
極
印
が
打

た
れ
た
。
こ
の
事
は
唯
単
に
木
材
の
産
地
を
判
別
す
る
為
の
み
で
は
な
く
、
生
産
さ
れ
た
用
材
を
通
じ
て
山
方
管
理
を
行
う
為
の
も
の

で
、
従
っ
て
木
材
集
積
所
で
あ
る
新
宮
の
北
山
材
木
御
蔵
方
に
お
い
て
厳
重
な
用
材
検
査
が
行
な
わ
れ
上
中
下
位
の
規
格
を
定
め
、

は
ね
木
」
、

「
曲
木
」
等
の
不
合
格
品
に
往
々
格
下
げ
さ
れ
る
事
も
あ
っ
た
。

「
は
ね
木
」
、

「
曲
木
」
等
の
不
合
格
品
は
御
用
商
人
或
は
藩
役
所
の
作
為
的
な
判
断
に
よ
っ
て
格
下
げ
ら
れ
た
場
合
も
あ
り
、

の
様
な
面
に
も
領
主
的
商
品
経
済
の
も
つ
て
い
た
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
が
資
料
不
足
の
為
に
具
体
的
に
把
握
す
る
事
が
出
来
な
か
つ

註
い
鳥
弱
正
維
氏
日
本
林
業
史

図
大
蔵
永
常
天
保
五
年
「
広
益
国
産
考
」
ニ
ノ
巻

③
小
橡
区
有
文
書

④

地

錦

抄

八

固
訟
屋
筆
記

伺
前
掲
「
広
益
国
産
考
」
ニ
ノ
巻

m
小
橡
区
有
文
書
寛
文
五
年

囮
「
広
益
国
産
考
」
ニ
ノ
巻

側
小
橡
区
有
文
書
宝
永
五
仔

叫
小
橡
区
有
文
書
寛
文
五
年

た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
他
日
こ
の
不
備
を
補
な
っ
て
行
き
た
い
と
思
う
。

―1
0
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「
賃
筏
乗
候
義
池
之
原
桑
原
両
村
と
し
て
乗
り
来
り
其
内
池
原
六
分
桑
原
四
分
乗
申
候
其
外
之
余
も
乗
申
候
例
も
御
座
候
事
」

Ull
小
橡
区
有
文
書
寛
文
五
年
七
月

四

右

同

寛

文

五

年

五

月

⑬
西
原
区
有
文
書

⑭
小
橡
区
有
文
書

一
般
に
山
村
に
お
い
て
は
後
進
的
性
格
が
強
く
、
林
業
と
自
給
的
色
彩
の
濃
い
農
業
と
の
結
び
つ
き
が
深
く
、
そ
こ
に
お
い
て
は
村

落
の
上
層
部
に
位
置
す
る
富
有
な
一
部
農
民
に
よ
っ
て
多
く
の
零
細
な
山
村
農
民
を
支
配
し
て
い
る
様
な
状
態
が
見
ら
れ
る
も
の
で
あ

し
か
し
右
に
見
ら
れ
る
山
村
の
性
格
は
地
域
的
に
は
差
異
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
山
林
が
農
用
林
と
し
て
用
益
さ
れ
る
地
域

と
、
そ
う
で
は
な
く
純
然
た
る
用
材
林
と
し
て
用
益
さ
れ
る
地
域
と
で
は
そ
の
様
態
を
異
に
し
て
い
る
。

上
北
山
村
に
於
い
て
は
山
林
は
古
来
、
用
材
林
と
し
て
用
益
せ
ら
れ
、
農
耕
地
所
有
と
山
林
所
有
の
状
態
は
そ
の
間
に
比
例
的
な
関

係
は
見
ら
れ
る
が
、
農
業
そ
の
も
の
は
自
給
的
色
彩
さ
へ
も
稀
薄
な
極
＜
零
細
な
農
業
で
、
こ
4
に
於
い
て
見
ら
れ
る
支
配
、
隷
属
の

関
係
は
山
林
生
産
関
係
を
通
じ
或
は
土
地
領
有
形
態
の
変
形
で
あ
る
諸
役
の
賦
課
に
よ
っ
て
村
落
自
治
体
内
部
で
階
層
的
差
別
を
な
さ

れ
た
「
役
家
」
の
制
度
に
見
ら
れ
る
封
建
的
秩
序
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
用
材
の
生
産
が
進
展
し
つ
4
も
商
品
経
済

の
伸
展
を
阻
止
す
る
様
な
一
面
を
も
つ
拝
借
銀
の
制
度
に
よ
っ
て
、
地
主
、
商
人
の
伸
張
ほ
ゆ
が
め
ら
れ
、
大
地
主
の
出
現
を
見
る
に

至
ら
な
か
っ
た
。
現
在
見
ら
れ
る
一
部
村
外
大
山
林
地
主
の
形
成
さ
れ
た
の
は
、
明
治
維
新
以
後
、
土
地
制
度
の
改
革
と
地
租
の
金
納

る
と
さ
れ
て
い
る
。

四
、
あ
と
が
き
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化
、
上
納
御
材
木
の
廃
止
に
よ
っ
て
旧
来
の
領
主
的
商
品
経
済
が
農
民
的
商
品
経
済
へ
切
替
へ
ら
れ
て
か
ら
後
の
事
で
あ
る
。

（
附
記
）

前
後
二
回
に
亘
り
褐
載
の
楓
が
与
え
ら
れ
た
拙
稿
は
昭
和
二
十
九
年
八
月
以
来
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
並
経
済
学
部
、
農
学
部
、
医
学
部
の

関
係
者
の
協
力
に
よ
る
上
北
山
村
実
態
綜
合
調
査
に
お
い
て
同
学
経
済
学
部
山
岡
亮
一
教
授
の
御
指
導
の
下
に
行
わ
れ
た
経
済
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ

た
資
料
で
あ
っ
て
未
熟
を
も
か
へ
り
み
ず
門
外
漢
の
物
め
づ
ら
し
さ
の
興
味
に
ひ
か
れ
て
唯
喪
料
の
羅
列
を
行
っ
た
次
第
で
あ
る
。
尚
本
稿
を
上
梓
す

に
る
至
る
ま
で
の
調
査
、
討
論
検
討
に
お
い
て
懇
切
な
る
御
指
導
と
御
便
宜
を
戴
い
た
山
岡
教
授
、
山
口
大
学
関
購
師
、
並
び
に
京
都
大
学
謳
済
学
部

農

業

韮

済

研

究

室

の

諸

兄

に

対

し

心

か

ら

感

謝

し

て

や

ま

な

い

。

・

近
世
に
お
け
る
大
和
北
山
瑯
の
村
落
構
造
と
林
業
（
津
JII)




